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ể  ︢  
 

ể  

本町においては、主に昭和 40 年代～50 年代前半に供給された簡易耐火構造住宅が

耐用年数を経過しそれらの早期の建替えや、耐火構造住宅の計画的な修繕・改善によ

る長寿命化を図るものの判別など、効率的・効果的な事業計画に基づくストックマネ

ジメントが求められています。 

本町は、平成 26 年度に計画期間を平成 27～令和 6 年度とする「美瑛町住生活基本

計画」及び「美瑛町公営住宅等長寿命化計画」を策定しています。同計画は本町にお

ける住宅施策の目標、推進方針、公営住宅の整備活用の方針を定めており、同計画に

基づき、具体的な住宅施策及び公営住宅の整備活用を推進してきています。 

美瑛町公営住宅等長寿命化計画（見直し版）は、社会経済情勢や制度等の変革期の中

で、進捗状況の評価や新たな目標の設定、取り組む施策の見直し等を行い、新たな方

向性を示すために策定するものです。 

 

Ễ  

公営住宅等長寿命化計画は、計画期間を令和 5～14 年度の 10 年間として策定しま

す。なお、社会経済情勢の変化に対応して、中間年次に見直すことも考えられます。 
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Ễ   

 

ể  

 

ṕểṖ  

美瑛町は、北海道のほぼ中央、旭川市と富良野市とのほぼ中間に位置しています。 

 

 Ễ-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṕỄṖ ḭ  

波状丘陵で、市街地から河川流域に沿って放射状に集落が形成され、河川流域では

稲作が、丘陵地帯では畑作が行われています。 

土地利用をみると、総面積の 676.78km2のうち、72.8％が山林であり、宅地はわず

か 0.8％となっています。 

 

 Ễ-1                         ṕ Ḳkm2Ṗ 

            

 
26.61  104.83  5.71  0.06  492.70  4.01  11.58  6.82  24.47  676.78  

3.9% 15.5% 0.8% 0.0% 72.8% 0.6% 1.7% 1.0% 3.6% 100.0% 

Ḳ Ệ  
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ṕễṖ  

気候は、年間を通して概ね冷涼であり、夏期でも比較的低温の日が多くなっていま

す。 

 

 Ễ-2 ṕ ễ Ṗ 

  
 

 
    

   

ṕ Ṗ ṕṹṖ ṕṹṖ ṕṹṖ ṕm/sṖ ṕ Ṗ ṕ Ṗ ṕ Ṗ 

1  27.0  -9.3  4.0  -24.6  1.5  71.1  125  58  

2  65.5  -6.5  6.9  -24.9  1.7 ) 73.2  167  84  

3  64.5  0.0  14.9  -18.7  1.8  142.6 ) 100  113  

4  87.5  5.2  19.6  -6.5  2.1 ) 188.8  4  1  

5  89.5  11.1  25.7  -1.9  1.7  110.7  1  1  

6  22.0  17.6  31.4  0.5  1.5  249.3  0  0  

7  7.0  22.8  36.1  12.6  1.4  235.5  0  0  

8  158.5  20.1  37.1  8.1  1.5  155.1  0  0  

9  67.5  14.7  28.1  1.6  1.3  197.4  0  0  

10  141.5  8.3  22.6  -2.8  1.3  123.6  0  0  

11  133.5  3.4  15.6  -9.0  1.6 ) 66.3  38  24  

12  70.0  -4.4  12.3  -19.0  1.6  58.9  133  36  

 934.0  6.9  37.1  -24.9  1.6  1,672.5  568  113  

Ḳ  

注 値)：準正常値 

品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で

欠けている場合。 

 

 Ễ-3  

   

 
 

 
 

  
   

ṕ Ṗ ṕṹṖ ṕṹṖ ṕṹṖ ṕm/sṖ ṕ Ṗ ṕ Ṗ ṕ Ṗ 

29  887.0  5.9  32.6  -26.8  1.6  1,564.4  675  83  

30  1,221.0  6.4  34.6  -24.6  1.6  1,518.4  751  99  

 832.5  6.6  34.4  -26.3  1.6  1,628.2  720  73  

Ễ  884.0  6.7  33.8  -29.8  1.5  1,578.5  708  66  

ễ  934.0  6.9  37.1  -24.9  1.6  1,528.2  646  113  

 951.7  6.5  34.5  -26.5  1.6  1,563.5  700  87  

Ḳ  

注   年の統計：年の統計は、当該年の 1月から 12月までの 1年間について行われる。 

寒候年の統計：寒候年の統計は、前年 8月から当年 7月までの 1年間について行う。これは降雪の深

さや積雪の深さなど、主に冬期に観測する要素については年をまたいで統計を行う必

要があるためで、例えば 2003年 8月から 2004年 7月までの 1年間を 2004寒候年

という。年次別の降雪量、最深積雪については寒候年の統計となっている。 

 

 Ễ-2  
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Ễ ḱ  

 

ṕểṖ ḭ  

 

aḰ  

美瑛町の総人口は令和２年国勢調査で 9,668人です。20年間（平成 12～令和２年）

の推移をみると、19％の減少となっています。 

 

 Ễ-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ḲH7ṌR2 ṕ Ṗ 

R7ṌR22  

 

 Ễ-4                     ṕ Ḳ Ṗ 

  H12  H17  H22  H27  R2 R2ṊH12  

 5,683,062  5,627,737  5,506,419  5,381,733  5,224,614  0.92  

 1,293,694  1,217,137  1,057,059  986,561  914,137  0.71  

 549,921  537,432  520,365  503,458  481,953  0.88  

 11,902  11,628  10,956  10,292  9,668  0.81  

Ḳ ṕ Ṗ 
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bḰ  

総世帯数は令和２年国勢調査で 4,213世帯です。20年間（平成 12～令和２年）の

推移をみると、平成 17 年までは増加傾向にありましたが、平成 22 年では減少に転

じています。 

 

 Ễ-5                   ṕ Ḳ Ṗ 

  H12  H17  H22  H27  R2 R2ṊH12  

 2,306,419  2,380,251  2,424,317  2,444,810  2,476,846  1.07  

 485,696  478,963  435,081  423,112  413,232  0.85  

 218,189  222,500  225,663  225,707  224,353  1.03  

 4,285  4,342  4,301  4,288  4,213  0.98  

Ḳ ṕ Ṗ 

＊注：ここでいう総世帯数は「一般世帯」と「施設等の世帯」の合計を指します。国勢調査では、世帯を

「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分しています。「一般世帯」は、住居と生計を共にしている人々

の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者等を指します。「施設等の世帯」は、「寮・寄宿舎の学

生・生徒」、「病院・療養所の入院者」、「社会施設の入所者」、「自衛隊営舎内居住者」、「矯正施設の

入所者」等を指します。また、「一般世帯」について、住居を「住宅」と「住宅以外」に区分してい

ます。「住宅」は、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物（完全に区

画された建物の一部を含む）等を指します（店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれます）。「住宅

以外」は、寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や，病院・学

校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物を指します（仮小屋・天幕小屋など臨時応

急的に造られた住居などもこれに含まれます）。 

 

 Ễ-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ḳ ṕ Ṗ 
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ṕỄṖ  

 

aḰ ῢ 

人口の年齢別構成をみると、令和２年国勢調査において、年少人口（15歳未満）は

9.6％、生産年齢人口（15～64歳）は 51.6％、高齢人口（65歳以上）は 38.8％とな

っています。高齢人口比率は全道、郡部、上川管内より高くなっており、年少人口と

生産年齢人口比率は全道、郡部、上川管内より低くなっています。 

15年間（平成 17～令和２年）の推移をみると、実数、割合ともに年少人口と生産

年齢人口は減少傾向にあり、高齢人口は増加しており、15 年間で約 1.1 倍となって

います。 

 

 Ễ-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ḳ Ễ ṕ Ṗ 

 

 Ễ-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ḳ ṕ Ṗ 
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bḰ  

出生数は、年次によって増減はありますが、横ばいから微減の傾向にあります。 

 

 Ễ-7  

 

 

 

 

 

 

 
Ḳ  

 

ṕễṖ  

平均世帯人員は、令和２年国勢調査で 2.29人/世帯となっており、全道、郡部、上

川管内よりも多くなっています。 

20年間（平成 12～令和２年）の推移をみると 0.49人/世帯の減少があり、全道、

郡部、上川管内と同様に世帯規模の縮小化がみられます。 

 

 Ễ-6               ṕ Ḳ Ṋ Ṗ 
  H12  H17  H22  H27  R2 R2ṊH12  

 2.46  2.36  2.27  2.20  2.11  0.86  

 2.66  2.54  2.43  2.33  2.21  0.83  

 2.52  2.42  2.31  2.23  2.15  0.85  

 2.78  2.68  2.55  2.40  2.29  0.83  

Ḳ ṕ Ṗ 

 

 Ễ-8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ḳ ṕ Ṗ 
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ṕỆṖ  

住宅所有関係別世帯数は、令和２年国勢調査で、「持ち家」72.8％、「公営借家」

10.0％、「民営借家」12.8%、「給与住宅」3.2%、「間借り」1.1%となっています。 

全道、郡部、上川管内と比較すると、持ち家率は最も高くなっており、公営借家率

は、高い順に郡部、美瑛町、全道、上川管内、民営借家率は最も低くなっています。 

15年間（平成 17～令和２年）の推移をみると、すべての住宅が横ばい傾向となっ

ています。 

 

 Ễ-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ḳ Ễ ṕ Ṗ 
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ễ ּוֹף  

 

ṕểṖ Ỉ שּ  

計画期間 令和5～14年度 

策定目的 「第６次美瑛町まちづくり総合計画」は、「10年先の美瑛町」を見据え、

私たちが直面する様々な課題と向き合い、まちが取り組むべき施策を体系化

するとともに、町民と行政が未来の美瑛町のあるべき姿を共有するため、本

町のまちづくりの最上位計画として策定するものです。 

計画目標 基本目標１ ひとに優しい支え合いのまち 

基本目標２ 笑顔あふれる育ちと学びのまち 

基本目標３ 地域資源をいかした産業のまち 

基本目標４ 自然と共生し生活基盤が充実したまち 

基本目標５ 安全で安心してくらせるまち 

基本目標６ 希望に満ちた活気あるまち 

基本目標７ 行財政が健全で持続可能なまち 

住宅施策 

 

Ệ ︡ צּ ︡  

4-1 ḱ ṕ Ṗ 

ṕ ṇ Ṗ 

ḱ וֹ כֿ צּ קּ  

「美瑛町住生活基本計画」及び「美瑛町公営住宅等長寿命化計画」により、住生

活の安定確保に向けた住宅及び住環境の整備を行ってきました。 

少子高齢化等による世帯構造の変化に伴い、求められる住宅ニーズが多様化し

ており、高齢者・障がい者への配慮や、子育て世帯への支援等、世帯特性の変化に

対応する住環境づくりが求められています。 

 

ṕ ṇ Ṗ 

ṕỄṖ  

求められる住宅ニーズに応じた町営住宅の整備を行うとともに、既存住宅の長

寿命化を図ることで、住宅セーフティネットの構築を図ります。 

 

ṕ ṇ Ṗ 

指標名 単位 
令和3年度 

（実績値） 

令和9年度 

（評価値） 

令和14年度 

（目標値） 

町営住宅の入居率 ％ 96.0 96.0 96.0 
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ṕỄṖ ṇ  

計画期間 令和2～21年度 

策定目的 引き続き健全な行政運営と生活環境の維持、市街地規模の適正化とそれに

伴う住民の円滑で環境に負荷のかからない移動手段の確立、社会インフラの

長寿命化対策、防災・減災への取り組み、人口減少等の長期的な視点に立っ

た公共公益施設の配置の見直し等に向け、令和２年度から令和21年度までの

20年を計画期間とする「美瑛町都市計画マスタープラン」の策定を行いま

す。 

計画目標  

地域資源をいかした産業に支えられ、安全安心で良好な環境や美しい景観の

下、誰もが住んでみたいと感じる優しい都市 

住宅施策 

 

ệ   ệṨỆ Ệ ḱ שּ  

ṁ ᵓṁזּ ͎  

２－６ 公営住宅等長寿命化計画等に基づき、町営住宅の整備と適正管理、

老朽化した団地の建替を行います。 

 

Ỉ   ỈṨể  

Ệ ḱ שּ  

 

ṁ ☼├͍  

１－４ 東町地区、錦町地区については、住宅と農地が調和して良好な住環

境と営農環境を維持するため、農業の利便増進に必要な施設等を立

地可能とする用途地域への変更等、必要な見直しを検討します。 

１－５ 憩町地区については、豊かな自然環境と良好な景観をいかした住環

境を維持しつつ、観光による地域振興を図るため、観光の利便増進

に必要な施設等を立地可能とする用途地域への変更等、必要な見直

しを検討します。 

 

ṁ ᵓṁזּ ͎├☼  

２－９ 公営住宅等長寿命化計画に基づき、町営住宅の整備と適正管理を進

めるとともに、老朽化した団地の建替にあわせて広々とした外観や

コミュニティ形成に努めます。 
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ễ   

 

ể  

令和４年度現在、美瑛町には町営住宅（公営住宅、特定公共賃貸住宅、単費住宅）

が 31団地、117棟、462戸あります。種別の内訳は、公営住宅が 12団地、66棟、

385戸、特定公共賃貸住宅が 3戸（公営住宅と併設）、単費住宅が 19団地、51棟、

74戸となっています。 

 

 ễ-1  

       

  ễ H8,9 2  36  

    H20,22,24,25 4  32  

   ễ H10Ṍ16 5  69  

    S42,44,45 6  18  

    S47Ṍ50,52 15  58  

    S48Ṍ50 5  20  

    S51Ṍ53 19  64  

  Ễ   H4Ṍ7 5  44  

    S53 1  4  

    H13 1  16  

  Ễ   H18 1  12  

    H26,28 2  12  

   Ṩ Ṩ 66  385  

  3 H16  Ṩ 3  

   S38,44,61,H18,19  5  7  

    H4 1  6  

    H6 1  14  

    H9 1  1  

    H4 2  2  

    S53 1  1  

    S40,42  6  9  

    H15,16  2  2  

    S50,H16,17  3  3  

    S41,57,59  3  3  

    S42,55,H1  3  3  

    S56,61,62  3  3  

    S52,56,60  4  4  

    S60,63  2  2  

    S49,51  4  4  

    S55,60,63  3  3  

    S47,55,59  4  4  

    H22  1  1  

    S55,58  2  2  

   Ṩ Ṩ 51  74  

 Ṩ Ṩ 117  462  

ệ 3  
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Ễ  

 

ṕểṖ ḭ  

公営住宅、特定公共賃貸住宅の構造・建設年度をみると、昭和 40～53年にかけて

簡易耐火構造平屋建て住宅を整備し、平成４～26 年にかけて耐火構造住宅を整備し

ており、平成 28年には木造を整備しています。 

簡易耐火構造平屋建て住宅が 42％、耐火構造住宅が 57％、木造が 1％となってい

ます。 

単費住宅の構造・建設年度をみると、昭和 38～61年整備の簡易耐火構造平屋建て

住宅が 12 戸、平成４年整備の耐火構造住宅が 14 戸ありますが、それ以外は木造住

宅 48戸となっています。 

町営住宅全体の構造別戸数構成比は、簡易耐火構造平屋建て住宅 38.1％、耐火構造

住宅 50.6％、木造住宅 11.3％となります。 

 

 ễ-3 ṕ ḱ Ṗ 
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 ễ-5 ṕ Ṗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ễ-2  
    

           

45  18  0  18  0  13  2  11  0  
ṕṌ1970Ṗ 4.6% 0.0% 4.6% 0.0% 17.6% 2.7% 14.9% 0.0% 

46Ṍ50 74  0  74  0  3  3  0  0  
ṕ1971Ṍ1975Ṗ 19.1% 0.0% 19.1% 0.0% 4.1% 4.1% 0.0% 0.0% 

51Ṍ55 72  0  72  0  7  7  0  0  
ṕ1976Ṍ1980Ṗ 18.6% 0.0% 18.6% 0.0% 9.5% 9.5% 0.0% 0.0% 

56Ṍ60 0  0  0  0  11  11  0  0  
ṕ1981Ṍ1985Ṗ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.9% 14.9% 0.0% 0.0% 

61Ṍ 2 0  0  0  0  6  5  1  0  
ṕ1986Ṍ1990Ṗ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.1% 6.8% 1.4% 0.0% 

3Ṍ7 44  0  0  44  23  9  0  14  
ṕ1991Ṍ1995Ṗ 11.3% 0.0% 0.0% 11.3% 31.1% 12.2% 0.0% 18.9% 

8Ṍ12 63  0  0  63  1  1  0  0  
ṕ1996Ṍ2000Ṗ 16.2% 0.0% 0.0% 16.2% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 

13  117  4  0  113  10  10  0  0  
ṕ2001ṌṖ 30.2% 1.0% 0.0% 29.1% 13.5% 13.5% 0.0% 0.0% 

 
388  4  164  220  74  48  12  14  

100.0% 1.0% 42.3% 56.7% 100.0% 64.9% 16.2% 18.9% 

 
         

       

45  31  2  29  0  
ṕṌ1970Ṗ 6.7% 0.4% 6.3% 0.0% 

46Ṍ50 77  3  74  0  
ṕ1971Ṍ1975Ṗ 16.7% 0.6% 16.0% 0.0% 

51Ṍ55 79  7  72  0  
ṕ1976Ṍ1980Ṗ 17.1% 1.5% 15.6% 0.0% 

56Ṍ60 11  11  0  0  
ṕ1981Ṍ1985Ṗ 2.4% 2.4% 0.0% 0.0% 

61Ṍ 2 6  5  1  0  
ṕ1986Ṍ1990Ṗ 1.3% 1.1% 0.2% 0.0% 

3Ṍ7 67  9  0  58  
ṕ1991Ṍ1995Ṗ 14.5% 1.9% 0.0% 12.6% 

8Ṍ12 64  1  0  63  
ṕ1996Ṍ2000Ṗ 13.9% 0.2% 0.0% 13.6% 

13  127  14  0  113  
ṕ2001ṌṖ 27.5% 3.0% 0.0% 24.5% 

 
462  52  176  234  

100.0% 11.3% 38.1% 50.6% 

ệ 3   
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ṕỄṖ  

公営住宅、特定公共賃貸住宅 388戸のうち、既に耐用年数を経過しているのは、簡

易耐火構造住宅全戸の 164戸で、42.3％を占めています。耐火構造住宅は耐用年数を

経過しておらず、また令和 14 年度でも経過しないため、令和 14 年度においても耐

用年数経過戸数は変わりません。単費住宅は 74戸のうち、既に耐用年数が経過して

いるのは 48戸で 64.9％を占めています。今後建替事業を行わないとすると、5年後

の令和９年度で 67.6％、10年後の令和 14年度で 67.6％となります。 

町営住宅全体の 462戸では、既に耐用年数が経過しているのは 212戸で、45.9％、

今後、建替事業を行わないとすると、5 年後の令和９年度で 46.3％、10 年後の令和

14年度で 46.3％となります。 

 

 ễ-6 ṕ ḱ Ṗ 
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ṕễṖ  

 

aḰ ḭ  

住戸タイプの状況をみると、「２ＬＤＫ・３ＤＫ」が最も多く 56.1％と過半を占め、

「１ＤＫ・１ＬＤＫ・２ＤＫ」が 23.8％、「３ＬＤＫ・４ＤＫ・４ＬＤＫ」が 20.1％

となっています。単費住宅では「３ＬＤＫ・４ＤＫ・４ＬＤＫ」が 59.5％と６割を占

めています。 

住戸規模の状況をみると、公営住宅・特公賃では「50～60㎡」が 28.9％と最も多

く、次いで「60～70 ㎡」が 27.8％となっています。単費住宅では「70 ㎡以上」が

45.9％と多くなっています。 

 

 ễ-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ễ-10  
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 ễ-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ệ 3   

1LDK 2DK 2LDK 3DK 3LDK 4DK 4LDK

12 0 12 19 0 19 5 0 0 5 36

33.3% 0.0% 33.3% 52.8% 0.0% 52.8% 13.9% 0.0% 0.0% 13.9% 100.0%

8 0 8 20 0 20 4 0 0 4 32

25.0% 0.0% 25.0% 62.5% 0.0% 62.5% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 100.0%

33 0 33 39 0 39 0 0 0 0 72

45.8% 0.0% 45.8% 54.2% 0.0% 54.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 9 9 0 3 3 0 6 0 6 18

0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 100.0%

0 21 21 0 37 37 0 0 0 0 58

0.0% 36.2% 36.2% 0.0% 63.8% 63.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 20

0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 0 0 0 64 64 0 0 0 0 64

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Ễ 0 0 0 16 0 16 28 0 0 28 44

0.0% 0.0% 0.0% 36.4% 0.0% 36.4% 63.6% 0.0% 0.0% 63.6% 100.0%

0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 16

0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Ễ 6 0 6 4 0 4 2 0 0 2 12

50.0% 0.0% 50.0% 33.3% 0.0% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 100.0%

4 0 4 4 0 4 4 0 0 4 12

33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0%

63 40 103 118 118 236 43 6 0 49 388

16.2% 10.3% 26.5% 30.4% 30.4% 60.8% 11.1% 1.5% 0.0% 12.6% 100.0%

4 0 4 1 0 1 2 0 0 2 7

57.1% 0.0% 57.1% 14.3% 0.0% 14.3% 28.6% 0.0% 0.0% 28.6% 100.0%

2 0 2 4 0 4 0 0 0 0 6

33.3% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 0 0 8 0 8 6 0 0 6 14

0.0% 0.0% 0.0% 57.1% 0.0% 57.1% 42.9% 0.0% 0.0% 42.9% 100.0%

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

1 0 1 6 0 6 2 0 0 2 9

11.1% 0.0% 11.1% 66.7% 0.0% 66.7% 22.2% 0.0% 0.0% 22.2% 100.0%

0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2

0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0%

0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 3

0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 66.7% 100.0%

0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 3

0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 66.7% 100.0%

0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 4

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 25.0% 100.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1

0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

7 0 7 23 0 23 43 0 1 44 74

9.5% 0.0% 9.5% 31.1% 0.0% 31.1% 58.1% 0.0% 1.4% 59.5% 100.0%

70 40 110 141 118 259 86 6 1 93 462

15.2% 8.7% 23.8% 30.5% 25.5% 56.1% 18.6% 1.3% 0.2% 20.1% 100.0%
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 ễ-4  
  40  40Ṍ50  50Ṍ60  60Ṍ70  70   

  0  4  8  19  5  36  
   0.0% 11.1% 22.2% 52.8% 13.9% 100.0% 

   0  0  4  14  14  32  
    0.0% 0.0% 12.5% 43.8% 43.8% 100.0% 
   0  33  0  39  0  72  
    0.0% 45.8% 0.0% 54.2% 0.0% 100.0% 
   9  3  0  0  6  18  
    50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0% 
   3  35  20  0  0  58  
    5.2% 60.3% 34.5% 0.0% 0.0% 100.0% 
   6  8  6  0  0  20  
    30.0% 40.0% 30.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
   0  0  64  0  0  64  
    0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
  Ễ  0  0  0  16  28  44  
    0.0% 0.0% 0.0% 36.4% 63.6% 100.0% 
   0  0  4  0  0  4  
    0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
   0  0  0  16  0  16  
    0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 
  Ễ  0  0  6  0  6  12  
    0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 
   0  0  0  4  8  12  
    0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 100.0% 
  

 
18  83  112  108  67  388  

  4.6% 21.4% 28.9% 27.8% 17.3% 100.0% 
  0  5  1  0  1  7  

    0.0%  71.4%  14.3%  0.0%  14.3%  100.0%  
   0  2  0  4  0  6  
    0.0%  33.3%  0.0%  66.7%  0.0%  100.0%  
   0  0  0  8  6  14  
    0.0%  0.0%  0.0%  57.1%  42.9%  100.0%  
   0  0  0  0  1  1  
    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  100.0%  100.0%  
   0  0  0  0  2  2  
    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  100.0%  100.0%  
   0  0  0  1  0  1  
    0.0%  0.0%  0.0%  100.0%  0.0%  100.0%  
   1  3  3  2  0  9  
    11.1%  33.3%  33.3%  22.2%  0.0%  100.0%  
   0  0  0  0  2  2  
    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  100.0%  100.0%  
   0  0  0  1  2  3  
    0.0%  0.0%  0.0%  33.3%  66.7%  100.0%  
   0  0  1  0  2  3  
    0.0%  0.0%  33.3%  0.0%  66.7%  100.0%  
   0  0  1  1  1  3  
    0.0%  0.0%  33.3%  33.3%  33.3%  100.0%  
   0  0  0  0  3  3  
    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  100.0%  100.0%  
   0  0  0  1  3  4  
    0.0%  0.0%  0.0%  25.0%  75.0%  100.0%  
   0  0  0  0  2  2  
    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  100.0%  100.0%  
   0  0  1  1  2  4  
    0.0%  0.0%  25.0%  25.0%  50.0%  100.0%  
   0  0  0  1  2  3  
    0.0%  0.0%  0.0%  33.3%  66.7%  100.0%  
   0  0  1  1  2  4  
    0.0%  0.0%  25.0%  25.0%  50.0%  100.0%  
   0  0  0  0  1  1  
    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  100.0%  100.0%  
   0  0  0  0  2  2  
    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  100.0%  100.0%  
  

 
1  10  8  21  34  74  

  1.4%  13.5%  10.8%  28.4%  45.9%  100.0%  

 
19  93  120  129  101  462  

4.1% 20.1% 26.0% 27.9% 21.9% 100.0% 

ệ 3   
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bḰ  

水洗化の状況をみると「水洗化済み又は浄化槽設置済み」は、公営住宅・特公賃で

95.4％、単費住宅で 98.6％となっています。「水洗化済み又は浄化槽設置済み」とな

っていないのは公営住宅の憩町団地と単費住宅の美沢町営一般住宅のみです。 

浴室は全戸で整備済みです。 

給湯器・ボイラーの整備状況をみると、「給湯器・ボイラー整備済み」は、公営住

宅・特公賃で 58.2％、単費住宅で 97.3％となっています。公営住宅・特公賃で「給湯

器・ボイラー整備済み」となっていないのは憩町団地、白樺団地、日の出団地、東町

団地、美馬牛団地です。 

 

cḰ ṇ  

バリアフリー化の状況をみると「住戸内の段差解消」がなされているのは、公営住

宅・特公賃で 57.7％、単費住宅で 25.7％、「玄関・便所・浴室の手すり設置」がなさ

れているのは、公営住宅・特公賃で 57.7％、単費住宅で 27.0％となっています。 
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 ễ-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ệ 3   

Ẇ ú Ẇ ú

36 36 0 36 0 36 0 36 0 36 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

32 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

72 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

18 0 18 18 0 0 18 0 18 0 18

0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

58 58 0 58 0 0 58 0 58 0 58

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

20 20 0 20 0 0 20 0 20 0 20

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

64 64 0 64 0 2 62 0 64 0 64

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 3.1% 96.9% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Ễ 44 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

4 4 0 4 0 0 4 0 4 0 4

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

16 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

Ễ 12 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

12 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

388 370 18 388 0 226 162 224 164 224 164

95.4% 4.6% 100.0% 0.0% 58.2% 41.8% 57.7% 42.3% 57.7% 42.3%

7 7 0 7 0 7 0 4 3 4 3

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 57.1% 42.9% 57.1% 42.9%

6 6 0 6 0 6 0 0 6 0 6

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

14 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1

0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

9 9 0 9 0 9 0 0 9 0 9

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

3 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

3 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

3 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

3 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

4 4 0 4 0 3 1 0 4 0 4

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

4 4 0 4 0 4 0 0 4 1 3

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 25.0% 75.0%

3 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

4 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

74 73 1 74 0 72 2 19 55 20 54

98.6% 1.4% 100.0% 0.0% 97.3% 2.7% 25.7% 74.3% 27.0% 73.0%

462 443 19 462 0 298 164 243 219 244 218

95.9% 4.1% 100.0% 0.0% 64.5% 35.5% 52.6% 47.4% 52.8% 47.2%
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ễ  

 

ṕểṖ  

令和４年７月現在、公営住宅、特定公共賃貸住宅 394戸のうち、憩町団地、白樺団

地、日の出団地は、政策空き家としており、空き家になっても新規募集はしていませ

ん。政策空き家を除く管理戸数は 328 戸、そのうち入居者は 313 世帯であり、入居

率は 95.4％となっています。 

 

 ễ-6 ḭ  

  a.  
b.

 

c=a -b.  

 

d.  

 

e=d/a.  

 

f=d/c.  

ṕ

Ṗ 

  36    36  33  91.7%  91.7%  

  32    32  30  93.8%  93.8%  

   72    72  70  97.2%  97.2%  

   20  9  11  11  55.0%  100.0%  

   58  45  13  13  22.4%  100.0%  

   24  12  12  12  50.0%  100.0%  

   64    64  60  93.8%  93.8%  

  Ễ  44    44  42  95.5%  95.5%  

   4    4  4  100.0%  100.0%  

   16    16  15  93.8%  93.8%  

  Ễ  12    12  11  91.7%  91.7%  

   12    12  12  100.0%  100.0%  

   394  66  328  313  79.4%  95.4%  

  7    7  7  100.0%  100.0%  

   6    6  6  100.0%  100.0%  

   14    14  14  100.0%  100.0%  

   1    1  1  100.0%  100.0%  

   2    2  1  50.0%  50.0%  

   1    1  1  100.0%  100.0%  

   9    9  8  88.9%  88.9%  

   2    2  2  100.0%  100.0%  

   3    3  3  100.0%  100.0%  

   3    3  3  100.0%  100.0%  

   3    3  3  100.0%  100.0%  

   3    3  3  100.0%  100.0%  

   4    4  4  100.0%  100.0%  

   2    2  2  100.0%  100.0%  

   4    4  4  100.0%  100.0%  

   3    3  3  100.0%  100.0%  

   4    4  4  100.0%  100.0%  

   1    1  1  100.0%  100.0%  

   2    2  2  100.0%  100.0%  

   74  0  74  72  97.3%  97.3%  

 468  66  402  385  82.3%  95.8%  

Ệ 7 ṕ Ṗ 

ẑ 4 7  
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ṕỄṖ ḱ  

公営住宅入居世帯 313世帯のうち、子育て世帯（世帯の中に 11歳以下の子どもの

いる世帯）は 25 世帯 8.0％、高齢世帯（世帯の中に 65 歳以上の高齢者のいる世帯）

は 163世帯、52.1％となっています。団地別にみると、高齢世帯率の高い順に、白樺

84.6％、日の出、北町がともに 75.0％、旭町 66.7％となっています。 

 

ṕễṖ ḭ  

公営住宅入居世帯 313世帯のうち、収入超過者は 18 世帯、高額所得者は 4 世帯、

計 22世帯となっています。 

 

 ễ-7 ṕ ểṖ 

  
 

 

11

 

65

 

 

 

 

 

  33  3  17  0  0  

   100.0%  9.1%  51.5%  0.0%  0.0%  

   30  4  20  0  0  

    100.0%  13.3%  66.7%  0.0%  0.0%  

   70  5  39  3  1  

    100.0%  7.1%  55.7%  4.3%  1.4%  

   11  0  7  0  0  

    100.0%  0.0%  63.6%  0.0%  0.0%  

   13  0  11  0  0  

    100.0%  0.0%  84.6%  0.0%  0.0%  

   12  0  9  0  0  

    100.0%  0.0%  75.0%  0.0%  0.0%  

   60  2  30  7  1  

    100.0%  3.3%  50.0%  11.7%  1.7%  

  Ễ  42  6  11  5  2  

    100.0%  14.3%  26.2%  11.9%  4.8%  

   4  0  1  1  0  

    100.0%  0.0%  25.0%  25.0%  0.0%  

   15  2  6  1  0  

    100.0%  13.3%  40.0%  6.7%  0.0%  

  Ễ  11  2  3  1  0  

    100.0%  18.2%  27.3%  9.1%  0.0%  

   12  1  9  0  0  

    100.0%  8.3%  75.0%  0.0%  0.0%  

  
 

313  25  163  18  4  

  100.0%  8.0%  52.1%  5.8%  1.3%  

ẑ ễ  

Ệ 7 ṕ Ṗ 

 

 

  



28 

 ễ-8 ṕ ỄṖ 

  
 

 

11

 

65

 

 

 

 

 

  6  0  5  0  0  

    100.0%  0.0%  83.3%  0.0%  0.0%  

   6  1  2  0  0  

    100.0%  16.7%  33.3%  0.0%  0.0%  

   14  5  2  0  0  

    100.0%  35.7%  14.3%  0.0%  0.0%  

   1  0  0  0  0  

    100.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  

   1  1  0  0  0  

    100.0%  100.0%  0.0%  0.0%  0.0%  

   1  0  1  0  0  

    100.0%  0.0%  100.0%  0.0%  0.0%  

   8  0  3  0  0  

    100.0%  0.0%  37.5%  0.0%  0.0%  

   2  0  0  0  0  

    100.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  

   3  2  0  0  0  

    100.0%  66.7%  0.0%  0.0%  0.0%  

   3  2  0  0  0  

    100.0%  66.7%  0.0%  0.0%  0.0%  

   3  1  0  0  0  

    100.0%  33.3%  0.0%  0.0%  0.0%  

   3  0  1  0  0  

    100.0%  0.0%  33.3%  0.0%  0.0%  

   4  1  1  0  0  

    100.0%  25.0%  25.0%  0.0%  0.0%  

   2  0  0  0  0  

    100.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  

   2  0  0  0  0  

    100.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  

   3  1  0  0  0  

    100.0%  33.3%  0.0%  0.0%  0.0%  

   4  1  1  0  0  

    100.0%  25.0%  25.0%  0.0%  0.0%  

   1  0  0  0  0  

    100.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  

   2  1  0  0  0  

    100.0%  50.0%  0.0%  0.0%  0.0%  

  
 

69  16  16  0  0  

  100.0%  23.2%  23.2%  0.0%  0.0%  

 
382  41  179  18  4  

100.0%  10.7%  46.9%  4.7%  1.0%  

ẑ ễ  

Ệ 7 ṕ Ṗ 
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ṕỆṖ  

公営住宅入居世帯の世帯人員別世帯数は、「単身世帯」が 176世帯、46.1％と最も

多く、次いで、「２人世帯」、33.2％、「3人世帯」13.1％となっています。 

 

 ễ-11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ễ-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ễ-9                     ṕ Ḳ Ṗ 
   Ễ  ễ  Ệ  ệ   

  74  63  38  19  9  203  

   102  64  12  1  0  179  

   176  127  50  20  9  382  

  19.4%  16.5%  9.9%  5.0%  2.4%  53.1%  

   26.7%  16.8%  3.1%  0.3%  0.0%  46.9%  

   46.1%  33.2%  13.1%  5.2%  2.4%  100.0%  

ẑ ễ  

Ệ 7  

  

46.1 

49.5 

30.4 

33.2 

33.5 

31.9 

13.1 

12.5 

15.9 

5.2 

3.2 

14.5 

2.4 

1.3 

7.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ễ ễ Ệ ệ

46.1 

36.5 

57.0 

33.2 

31.0 

35.8 

13.1 

18.7 

6.7 

5.2 

9.4 

0.6 

2.4 

4.4 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ễ ễ Ệ ệ
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 ễ-10 ṕ ểṖ           ṕ Ḳ Ṗ 
     Ễ  ễ  Ệ  ệ   

   9  4  2  0  1  16  

    12  3  2  0  0  17  

     21  7  4  0  1  33  

    3  4  2  1  0  10  

     8  9  3  0  0  20  

     11  13  5  1  0  30  

    19  8  4  0  0  31  

     28  11  0  0  0  39  

     47  19  4  0  0  70  

    3  1  0  0  0  4  

     2  5  0  0  0  7  

     5  6  0  0  0  11  

    1  1  0  0  0  2  

     4  5  2  0  0  11  

     5  6  2  0  0  13  

    1  1  1  0  0  3  

     6  3  0  0  0  9  

     7  4  1  0  0  12  

    11  12  4  2  1  30  

     20  7  3  0  0  30  

     31  19  7  2  1  60  

  Ễ   6  10  11  3  1  31  

     5  5  1  0  0  11  

     11  15  12  3  1  42  

    2  1  0  0  0  3  

     0  1  0  0  0  1  

     2  2  0  0  0  4  

    2  4  1  2  0  9  

     3  3  0  0  0  6  

     5  7  1  2  0  15  

  Ễ   4  1  1  1  1  8  

     2  1  0  0  0  3  

     6  2  1  1  1  11  

    0  1  1  1  0  3  

     4  4  1  0  0  9  

     4  5  2  1  0  12  

  

 

 61  48  27  10  4  150  

   94   57  12  0  0  163  

   155  105  39  10  4  313  

ẑ ễ  

Ệ 7 ṕ Ṗ 
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 ễ-11 ṕ ỄṖ           ṕ Ḳ Ṗ 
     Ễ  ễ  Ệ  ệ   

   1  0  0  0  0  1  

     3  2  0  0  0  5  
     4  2  0  0  0  6  
    1  1  1  1  0  4  

     1  1  0  0  0  2  
     2  2  1  1  0  6  
    1  3  5  3  0  12  

     0  2  0  0  0  2  
     1  5  5  3  0  14  
    1  0  0  0  0  1  

     0  0  0  0  0  0  
     1  0  0  0  0  1  
    0  0  0  0  1  1  

     0  0  0  0  0  0  
     0  0  0  0  1  1  
    0  0  0  0  0  0  

     1  0  0  0  0  1  
     1  0  0  0  0  1  
    1  2  0  1  1  5  

     2  1  0  0  0  3  
     3  3  0  1  1  8  
    2  0  0  0  0  2  

     0  0  0  0  0  0  
     2  0  0  0  0  2  
    1  0  1  1  0  3  

     0  0  0  0  0  0  
     1  0  1  1  0  3  
    0  1  0  0  2  3  

     0  0  0  0  0  0  
     0  1  0  0  2  3  
    2  0  0  1  0  3  

     0  0  0  0  0  0  
     2  0  0  1  0  3  
    0  2  0  0  0  2  

     1  0  0  0  0  1  
     1  2  0  0  0  3  
    1  0  0  1  1  3  

     0  1  0  0  0  1  
     1  1  0  1  1  4  
    1  1  0  0  0  2  

     0  0  0  0  0  0  
     1  1  0  0  0  2  
    0  2  0  0  0  2  

     0  0  0  0  0  0  
     0  2  0  0  0  2  
    0  1  1  1  0  3  

     0  0  0  0  0  0  
     0  1  1  1  0  3  
    1  0  2  0  0  3  

     0  0  0  1  0  1  
     1  0  2  1  0  4  
    0  1  0  0  0  1  

     0  0  0  0  0  0  
     0  1  0  0  0  1  
    0  1  1  0  0  2  

     0  0  0  0  0  0  
     0  1  1  0  0  2  
  

 

 13  15  11  9  5  53  

   8  7  0  1  0  16  

   21  22  11  10  5  69  

 

 74  63  38  19  9  203  

 102  64  12  1  0  179  

 176  127  50  20  9  382  

ẑ ễ  

Ệ 7 ṕ Ṗ  
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 ễ-12 ṕ ểṖ 
     Ễ  ễ  Ệ  ệ   

   27.3% 12.1% 6.1% 0.0% 3.0% 48.5% 

    36.4% 9.1% 6.1% 0.0% 0.0% 51.5% 

     63.6% 21.2% 12.1% 0.0% 3.0% 100.0% 

    10.0% 13.3% 6.7% 3.3% 0.0% 33.3% 

     26.7% 30.0% 10.0% 0.0% 0.0% 66.7% 

     36.7% 43.3% 16.7% 3.3% 0.0% 100.0% 

    27.1% 11.4% 5.7% 0.0% 0.0% 44.3% 

     40.0% 15.7% 0.0% 0.0% 0.0% 55.7% 

     67.1% 27.1% 5.7% 0.0% 0.0% 100.0% 

    27.3% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 36.4% 

     18.2% 45.5% 0.0% 0.0% 0.0% 63.6% 

     45.5% 54.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

    7.7% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% 

     30.8% 38.5% 15.4% 0.0% 0.0% 84.6% 

     38.5% 46.2% 15.4% 0.0% 0.0% 100.0% 

    8.3% 8.3% 8.3% 0.0% 0.0% 25.0% 

     50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 

     58.3% 33.3% 8.3% 0.0% 0.0% 100.0% 

    18.3% 20.0% 6.7% 3.3% 1.7% 50.0% 

     33.3% 11.7% 5.0% 0.0% 0.0% 50.0% 

     51.7% 31.7% 11.7% 3.3% 1.7% 100.0% 

  Ễ   14.3% 23.8% 26.2% 7.1% 2.4% 73.8% 

     11.9% 11.9% 2.4% 0.0% 0.0% 26.2% 

     26.2% 35.7% 28.6% 7.1% 2.4% 100.0% 

    50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 

     0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 

     50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

    13.3% 26.7% 6.7% 13.3% 0.0% 60.0% 

     20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 

     33.3% 46.7% 6.7% 13.3% 0.0% 100.0% 

  Ễ   36.4% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 72.7% 

     18.2% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 27.3% 

     54.5% 18.2% 9.1% 9.1% 9.1% 100.0% 

    0.0% 8.3% 8.3% 8.3% 0.0% 25.0% 

     33.3% 33.3% 8.3% 0.0% 0.0% 75.0% 

     33.3% 41.7% 16.7% 8.3% 0.0% 100.0% 

  

 

 19.5% 15.3% 8.6% 3.2% 1.3% 47.9% 

   30.0% 18.2% 3.8% 0.0% 0.0% 52.1% 

   49.5% 33.5% 12.5% 3.2% 1.3% 100.0% 

ẑ ễ  

Ệ 7 ṕ Ṗ 
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 ễ-13 ṕ ỄṖ 
     Ễ  ễ  Ệ  ệ   

   16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 

     50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 83.3% 
     66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
    16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 0.0% 66.7% 

     16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 
     33.3% 33.3% 16.7% 16.7% 0.0% 100.0% 
    7.1% 21.4% 35.7% 21.4% 0.0% 85.7% 

     0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 
     7.1% 35.7% 35.7% 21.4% 0.0% 100.0% 
    100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

     0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
     100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
    0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

     0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
     0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 
    0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

     100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
     100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
    12.5% 25.0% 0.0% 12.5% 12.5% 62.5% 

     25.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 
     37.5% 37.5% 0.0% 12.5% 12.5% 100.0% 
    100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

     0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
     100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
    33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 100.0% 

     0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
     33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 100.0% 
    0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 100.0% 

     0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
     0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 100.0% 
    66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 100.0% 

     0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
     66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 100.0% 
    0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 

     33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 
     33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
    25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 75.0% 

     0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 
     25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 100.0% 
    50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

     0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
     50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
    0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

     0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
     0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
    0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 100.0% 

     0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
     0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 100.0% 
    25.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 75.0% 

     0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 
     25.0% 0.0% 50.0% 25.0% 0.0% 100.0% 
    0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

     0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
     0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
    0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

     0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
     0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
  

 

 18.8% 21.7% 15.9% 13.0% 7.2% 76.8% 

   11.6% 10.1% 0.0% 1.4% 0.0% 23.2% 

   30.4% 31.9% 15.9% 14.5% 7.2% 100.0% 

 

 74  19.4% 16.5% 9.9% 5.0% 2.4% 

 102  26.7% 16.8% 3.1% 0.3% 0.0% 

 176  46.1% 33.2% 13.1% 5.2% 2.4% 

ẑ ễ  

Ệ 7 ṕ Ṗ 
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Ệ   
 

ể  

ṕểṖ  

公営住宅等入居者向けアンケート調査は、現在住んでいる住宅の評価、改善要望を

把握し、公営住宅等長寿命化計画策定の参考とすることを目的としています。 
 

ṕỄṖ  

・調査時点   ：令和4年９月１日現在 

・調査期間   ：令和4年９月１日～９月30日 

・配布・回収方法：郵送 

・調査対象   ：382世帯 
 

ṕễṖ  

調査票の回収数は 202票であり、回収率は 52.9％です。 
 

  
    

 33 17 51.5% 

 30 20 66.7% 

 70 31 44.3% 

 11 4 36.4% 

 13 6 46.2% 

 12 6 50.0% 

 60 34 56.7% 

Ễ  42 31 73.8% 

 4 2 50.0% 

 15 8 53.3% 

Ễ  11 7 63.6% 

 12 5 41.7% 

 6 3 50.0% 

 6  0 0.0% 

 17 10 58.8% 

 1 1 100.0% 

 1 1 100.0% 

 1 1 100.0% 

 8 2 25.0% 

 2 2 100.0% 

 3 1 33.3% 

 3 1 33.3% 

 3 1 33.3% 

 4 2 50.0% 

 2 0  0.0% 

 2 1 50.0% 

 3 1 33.3% 

 4 2 50.0% 

 1 1 100.0% 

 2 1 50.0% 

 382 202 52.9% 
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Ễ  

 

ṕểṖ  

現在の住宅全体の満足度は、「満足」及び「ほぼ満足」（以下、「満足傾向」としま

す。）が71.5％、「やや不満」及び「不満」（以下、「不満傾向」とします。）が28.5％

であり、満足傾向が不満傾向を大きく上回っています。 
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ṕỄṖ  

住宅に関する13項目の満足度を比較すると、満足傾向の割合は「敷地の広さ」が

最も高く 94.7％、次いで「駐車スペース」89.5％、「住宅の広さ・部屋数」88.0％と

なっています。不満傾向が満足傾向を上回るのは、「雪の処理」のみです。 
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ṕễṖ  

周辺環境全体の満足度は、満足傾向が 75.3％、不満傾向が 24.7％であり、満足傾

向が不満傾向を大きく上回っています。 
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ṕỆṖ  

周辺環境に関する 13項目の満足度を比較すると、満足傾向の割合は「街並みや景

観」が最も高く 92.3％、次いで「緑などの自然」90.1％、「周りの道路の整備」87.4％

となっています。 

13項目全てで満足傾向が不満傾向を上回っています。 
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ṕệṖ ︣ ṕ Ṗ 

住戸内の改善要望（複数回答）は、「浴室」が 34.8％で最も高く、以下、「台所」

及び「断熱性」が 26.1％、「便所」が 24.6％、「換気設備」が 21.7％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṕỈṖ ︣ ṕ Ṗ 

周辺環境の改善要望（複数回答）は、「除雪サービス」が 59.3％ととりわけ高く、

以下、「外灯」が22.2％、「駐車場」が21.3％です。 
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ṕ Ṗ
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ṕỉṖ ḭקּ ︡ ךּ ṕ Ṗ 

高齢になったとき、暮らしたい住宅（複数回答）は、「今の住宅に住み続けたい」

が 40.3％で最も高く、以下、「ケア付きの住宅」が 25.5％、「高齢者向けにつくられ

た賃貸住宅」が17.4％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṕỊṖ כֿ ṕ Ṗ 

高齢期の生活で不安なこと（複数回答）は、「災害や緊急時における対応が不安」

が 41.0％で最も高く、以下、「住宅費の支払いが不安」が 34.5％、「一人暮らしにな

ると何となく心細い」が26.6％です。 
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ệ   

 

ṕểṖ ︣ ṕ Ṗ  

耐用年数を経過し老朽化が進むストックは令和 4 年度現在 170 戸（公営住宅、特

定公共賃貸住宅の 43.1％）あります（前回策定時の平成 26年度は 221戸、49.0％）。 

これらはすべて簡易耐火構造平屋建て住宅（耐用年数 30年）であり、その多くが

給湯器設置、バリアフリー化等に対応していないことから、早期の改善を検討する必

要があります。しかし、これらを全て計画期間内に更新するのは困難な状況にあるこ

とから、実現可能な整備手法、プログラムを検討する必要があります。 

 

ṕỄṖ ︣ ṕ Ṗ  

耐火構造住宅（耐用年数 70年）は平成８年以降に整備し耐用年数が十分に残され

ており長期的な活用を図る必要があります。老朽化の進行を抑制するため、建設後の

年数に応じて、計画的な修繕を実施する必要があります。 

 

ṕễṖ ḭ  

公営住宅入居世帯のうち約半数の 52.1％の世帯が 65歳以上の高齢者のいる世帯と

なっており（前回策定時の平成 26年度は 47.7％）、高齢者等が安心して暮らせる住

宅性能の確保や生活をサポートする方策を検討する必要があります。 

一方で、近年、道営住宅や旭川市営住宅等では、一部の住戸を子育て世帯限定の住

戸とし、その住宅において可動家具の採用等の配慮を行うとともに、集会所を活用し

つどいの広場事業による子育てサポートなどの取り組みを行っています。 

こうした取り組みから、今後の町営住宅・公営住宅の団地について、世代を考慮し

た体制を整えるため、子育て世帯の受入のルールを設定し、それぞれの団地が賑わい

を持つ地域コミュニティづくりの形成を展開する検討が必要です。 

 

ṕỆṖ ︡  

人口、世帯の動向、公営住宅への応募状況などに基づき、将来的な需要を踏まえた

供給目標戸数の検討を行うとともに、公営住宅、特定公共賃貸住宅、単費住宅を適切

に役割分担し、管理していく必要があります。 

 

ṕệṖ שּ  

まちなか居住の推進、美しい景観づくり、環境負荷の低減、公共施設等の木造化・

内装木質化の推進等、美瑛町全体のまちづくりに有効に寄与するための整備が行える

条件設定などについて検討を行う必要があります。 

  



42 

Ỉ   

 

ể ḭ  

美瑛町は、「美瑛町住生活基本計画」を策定し、その中で基本理念、基本目標、公営

住宅に関する施策を以下のように定めています。 

 

ṕểṖ  

 

基本理念 

活きいきとした暮らしを実現する住環境の創造 

 

ṕỄṖ  

基本目標は、基本理念をもとに以下の４つに設定します。 

 

（環境共生） 

͍ ֹχ τ₢ίΰθ σל ḕẽχἹ  

 

（セーフティネット） 

͎ ιϦϜΥ ϙ ΪϥάρΥπΦϥ ḕẽχἹ  

 

（居住性能向上） 

͏ ᵙ πӗ ӗ σ ḕẽχἹ  

 

（地域性） 

͐ τᴂαο ϙ Πᴦ σ ḕẽχἹ  
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ṕễṖ ︣  

 

aḰ ḭ  

美瑛町は「美瑛町地域材利用推進方針」を策定し、当方針において、地域材の利用

促進を図るため、これまで非木造を指向してきた過去の考え方を抜本的に転換し、公

共建築物については可能な限り木造又は内装木質化を図る考えを示しています。 

公営住宅北町団地は、当初耐火構造２階建て、４棟 32戸の団地として計画し、平

成26年度に１号棟8戸を整備しましたが、前回の公営住宅等長寿命化計画において、

２号棟以降については木造の団地として見直すこととし、2-1号棟を木造で整備しま

した。今後、整備を行う2-2号棟以降についても、可能な限り木造又は内装木質化を

推進することとします。 

 

（以下、「美瑛町地域材利用推進方針」より一部抜粋） 
第１ 公共建築物における地域材の利用の促進の基本的方向 

公共建築物の整備においては、過去、国の施策によって森林資源の枯渇への懸念や不燃化の徹底等

から木材の利用が抑制された時期があり、現在に至っても木材の利用は低位にとどまっている。 

このため、非木造を指向してきた過去の考え方を抜本的に転換し、公共建築物については可能な限

り木造又は内装木質化を図るとの考え方の下で、以下の基本的方向に沿って公共建築物における地

域材の利用の促進を図るものとする。 

第２ 公共建築物における地域材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 

１ 地域材の利用を促進すべき公共建築物 

（１）町が整備する公共の用又は公用に供する建築物 

これらの建築物には、広く一般の利用に供される学校、社会福祉施設（老人ホーム、保育園等）、

病院・診療所、運動施設（体育館、水泳場等）、社会教育施設（図書館、公民館等）、公営住宅等の建

築物のほか、町の事務・事業又は職員の住居の用に供される庁舎、町職員住宅等が含まれる。 

 

bḰ ṇ  

現に住宅等の設計に着手している住棟を除き、今後事業着手する場合は、ZEH水準

（建築物エネルギー消費性能誘導基準）を満たすことを原則とします。 

また、住棟整備に伴い、太陽光発電設備の設置について検討を進めます。 

 

cḰ ︡  

美瑛町では、高齢単身者向けの住宅として高齢者福祉住宅を供給していますが、進

行する高齢化に対応し公営住宅についても高齢者向けの住宅を確保することとしま

す。 

当面、白樺団地の更新において、その一部を全面的改善することにより規模の小さ

い住戸を確保し、高齢単身者又は高齢夫婦世帯向けに特目指定するなどの配慮を検討

します。 

 

dḰ ︡  

今後の公営住宅団地の整備にあたっては、特定階層を集めるのではなく、子育て世

帯を含め多様な世帯が混在して生活できるミックスコミュニティを形成するよう、１

ＬＤＫ、２ＬＤＫ、３ＬＤＫ等の型別供給戸数のバランスに配慮します。  
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eḰ וֹףּ ṇ  

北海道では、平成 17年１月に「ユニバーサルデザインの視点に立った公営住宅整

備の手引き」を策定し、ユニバーサルデザインの普及に取り組んでいます。特に今後

の道営住宅の整備については全戸、ユニバーサルデザイン対応とすることとしていま

す。 

美瑛町においても、近年整備された旭町団地はユニバーサルデザインに対応してい

ます。今後の公営住宅の整備に当たっては、道の指針に準拠したユニバーサルデザイ

ン住宅の整備を促進するとともに、その内容を広くＰＲし、民間住宅に対する啓発普

及を図ります。 

 

fḰ  

公営住宅は公費を投入して建設され、その特性である家賃の低廉さも公費により補

填されています。公営住宅法において、入居者は収入基準以下であることが求められ

ています。 

また、空き家があまりない状況を踏まえ、民間賃貸住宅に居住することが可能な収

入超過者、家賃滞納者等に対する適切な対応が必要となっています。 

これらのことから、きめの細かい入居者対応を心掛けるとともに、収入超過者に対

しては明け渡しの努力義務の周知や、滞納者に対しては家賃の納入を強く求めるなど

更なる対応を進めます。 

 

gḰ נּ  

町営住宅にはさまざまな面積の住宅があり世帯人数も多様ですが、住戸面積と世帯

人数を比較すると、入居後の世帯人数の変動や高齢化、身体の状況変化により、住み

替えが必要となることがあります。このため、世帯人数に応じた住戸等への住み替え

システムの構築について検討します。 

例えば、入居している世帯の家族数を的確に把握し、空住戸が発生した場合に、最

低居住水準を満たす住宅へ誘導する必要があります。また、高齢者の方が、エレベー

ターのない住棟の２階に住んでいて、身体機能の低下により、階段の昇降に支障をき

たす場合などに、１階における空住戸の発生に併せて住み替えを推進する必要もある

と考えられます。 
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hḰ שּ  

町営住宅（公営住宅、特定公共賃貸住宅、単費住宅）の活用については、既存スト

ックの活用方針を定めた「美瑛町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、計画的に実施

してきました。様々な社会情勢の変化に伴い、今回、見直しを行うことで、公営住宅

の建替え・改善、維持管理、用途廃止などを検討し、改善事業や修繕を計画的に実施

します。 

老朽化している簡易耐火構造住宅の建替えは継続的に進めることとし、整備中の

北町団地に続き、白樺団地の更新に着手します。 

建替えにあたっては、公営住宅全体の質の向上を図るため、ユニバーサルデザイ

ン化、木造化・内装木質化、ゼロカーボン等に取り組んでいきます。また、建替事業

について、更に効率的に進めるために、買取・借上・ＰＦＩ型借上等、民活型方式の

導入について検討します。 

 

 Ỉ-1  

整備方式 建設費等 
補  助 

家賃の低廉化に要する費用に対する助成 

家賃対策助成 
助成額 交付期間 

直接供給方式 公共に対して公営住宅建

設費の概ね45％ 
助成額 ＝ （近傍同種家

賃－入居者負担基準額）

×補助対象月数×概ね45

％ 

※借上月割額が近傍同種

の家賃の額を下回る場合

は、上記の額から（近傍

同種の住宅の家賃の額－

借上月割額）×補助対象

月数を控除した額 

土地を購入：20年間 
公有地を活用：10年間 

買取方式 

借上方式 民間事業者に対して共同

施設整備費等の2/3  
（うち国概ね45％） 

借上期間に応じて交付される

（上限20年間） 

PFI型借上方式 民間事業者に対して公営

住宅建設費の概ね45％ 

（公共経由） 

助成額 ＝ （近傍同種家

賃－入居者負担基準額）

×補助対象月数×概ね

45％ 

10年間 

※土地の所有権等を新たに取

得しない場合。土地の所有権

等を新たに取得する場合は20

年 

 

iḰ וֹףּ ḭ  

「美瑛町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、郊外部に位置する憩町団地のまち

なかへの移転、東町団地などにおける個別改善を計画的に進めてきました。 

白樺団地（簡易耐火構造平屋建て住宅）については、従来の「建替」のみではなく、

需要や建物の耐力を考慮した上で、新たな整備手法である「全面的改善」の導入の可

能性について検討します。郊外部に位置する憩町団地は、入居者のまちなか移転を

進め、空いた住棟から用途廃止を進めます。 

平成４年度以降、整備している耐火構造住宅については、今後、整備後20年を経

過し始めるため、屋根・外壁、配管等の改善について検討します。 

また、北方型住宅にふさわしい「高気密」、「高断熱」、「十分な換気」の３要素をし

っかり取り入れた団地整備と個別改善計画を推進します。  
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 Ỉ-2  
 住戸改善（規模増含む） 共用部分改善 屋外・外構改善 

居住性向上型 ・間取りの改修 

・給湯設備の設置 

・電気容量のアップ 

・浴室のユニットバス化 等 

・給水方式の変更 

・灯油集中配管設備の設置 

・交流スペースの設置 

・宅配ボックスの設置 等 

・雨水貯留施設の設置 

・集会所の追加整備・増改築 

・児童遊園の整備 

・交流スペースの設置 

・排水処理施設の整備 等 

福祉対応型 ・住戸内部の段差解消 

・浴室、便所等の手摺設置 

・浴槽、便所の高齢化対応 

・高齢者対応建具の設置 

・流し台、洗面台の高齢者対応 

・グループホームへの改良 等 

・廊下、階段の手摺設置 

・中層EVの設置・機能向上 

・段差の解消 

・視覚障がい者誘導用ブロッ

ク等の設置 等 

・屋外階段の手摺の設置 

・集会所の便所・玄関への手摺

の設置 

・屋外通路等の幅員確保 

・スロープの設置 

・電線の地中化 等 

安全性確保型 ・台所壁の不燃化 

・避難経路の確保 

・住宅用防災警報器等の設置 

・アスベストの除去等 

・ピッキングが困難な構造の玄関

扉の錠、補助錠の設置、破壊が困

難なガラスへの取替、防犯上有

効な箇所への面格子等の防犯建

物部品の設置 

・防災・減災対策 等 

・耐震改修 

・外壁落下防止改修 

・バルコニーの手摺アルミ化 

・防火区画の設置 

・避難設備の設置 

・アスベストの除去等 

・EVかご内の防犯カメラ設置 

・地震時官制運転装置等の設

置、戸開走行保護装置の設置

又は主要機器耐震補強措置

の実施 

・防災・減災対策 等 

・屋外消火栓設置 

・集会所の外壁落下防止改修 

・避難経路となる屋外通路等

の整備 

・屋外通路等の照明設備の照

度確保 

・ガス管の耐震性・耐食性向上 

・防犯上有効な塀、柵、垣、植

栽の設置 

・防災・減災対策 等 

長寿命化型 ・浴室の防水性能の向上に資する

工事 

・内壁の断熱性能向上、耐久性向上

に資する工事 

・配管の耐久性向上に資する 

工事 等 

・躯体・屋上・外壁・配管の耐

久性向上 

・避難施設の耐久性向上 等 

・配管の耐久性・耐食性向上に

資する工事 等 

脱炭素 

社会対応型 

・外壁・最上階の天井等の断熱 

・開口部のアルミサッシ化 

 (室内側のプラストサッシ化・省

エネ性向上に資する交換) 

・省エネルギー性能の高い設備へ

の交換 等 

・断熱化対応（断熱強化） 

・再生可能エネルギー導入（太

陽光発電設備、蓄電池、太陽

熱温水器の設置等） 等 

・集会所における省エネルギ

ー性能の高い設備への交換 

・再生可能エネルギー導入 

（太陽光発電設備、蓄電池、太

陽熱温水器の設置等） 等 

資料：公営住宅整備事業等マニュアル（北海道 令和４年10月） 

 

 

 

 

個別改善により玄関改修等を実施 

（東町団地） 
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jḰ פּ  

美瑛町住宅マスタープランにおいては、公営住宅憩町団地の再配置が重点施策とし

て掲げられ、郊外の丘陵部に位置する大規模団地を、まちなかに分散して再配置する

ことが位置づけられていました。これらは概ね計画通り進捗しており、まちなかに大

町団地、北町団地が整備され、憩町団地の解体が進んでいます。 

今後も北町団地の整備を継続するとともに、建替え団地も活用しながら憩町団地の

移転を進め、まちなか居住を推進します。憩町団地跡地については、美瑛町まちづく

り総合計画と連動した取り組みとしてまちの景観と環境に十分配慮した中で宅地分

譲など有効活用方策を検討します。 

  

公営住宅：北町団地 公営住宅：憩町団地 

 

kḰ  

令和 4年度現在、美瑛町は公営住宅、特定公共賃貸住宅の他に、「公営住宅法」に

基づかない町の独自施策である単費住宅を74戸、管理しています。 

単費住宅は、主に廃校となった学校の教員住宅等を一般財産化したものが多く、公

営住宅、特定公共賃貸住宅を補完する住宅セーフティネット機能を果たすものとして、

今後も維持管理をしていきます。 

また、単費住宅は、就農希望者の受入先として活用されているものが多く、需要等

に対応し、今後において新規就農希望者の住宅を確保する検討を行います。 

  

単費住宅：北瑛一般住宅 単費住宅：二股一般住宅 
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Ễ ︣  

 

ṕểṖ ṕ Ṗḱ ḱ ṇ ︣

 

 

aḰ ṇ  

公営住宅等ストックの状態を適切に把握するため、対象となる公営住宅等の整備状

況、修繕状況や履歴、現況の状態等を整理した管理データを住棟単位で整理し、適切

に更新して活用を図ります。 

 

bḰ ︡  

公営住宅等ストックを適切に維持管理するため、定期点検を実施するとともに、点

検結果に基づき、壊れてからするのではなく、予防保全的な維持管理を実施します。 

 

cḰ  

定期点検や予防保全的な維持管理を適切に実施できるような体制を検討・整備する

とともに、適切な実施に向けた財源の確保を検討します。 

 

ṕỄṖ ︣  

 

aḰ ︣  

従来の壊れたら直すという対症療法的な維持管理から修繕周期に配慮しながら予

防保全的な維持管理を実施し、公営住宅等の長寿命化を図るとともに、屋根改修にお

ける耐久性の向上など、耐久性の向上等を図る改善を実施し、公営住宅等の長寿命化

を図ります。 

 

bḰ ︣  

計画修繕や改善の実施においては、耐久性の向上に資する仕様のグレードアップ等

による耐久性の向上や予防保全的な維持管理の実践により、修繕周期の延長などライ

フサイクルコストの縮減を図ります。 
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ỉ קּ   

 

ể  

ストック活用手法は、建替、改善（全面的改善・個別改善）、用途廃止及び維持管

理により構成されています。 

目標管理期間は、建替が公営住宅建替事業による公営住宅の耐用年限、全面的改善・

個別改善は公営住宅ストック総合改善事業による改善事業実施後に引き続き管理す

る期間に基づくものです。 

 

目標管理期間 

手   法 目標管理期間 

建替 

耐火構造 ７０年 

準耐火構造、簡易耐火構造２階建 ４５年 

木造、簡易耐火構造平屋建 ３０年
 

全面的改善 概ね３０年以上 

個別改善 概ね１０年以上 

 

ṕểṖ  

建替とは、町営住宅を除却し、その土地の全部又は一部の区域に新たに町営住宅を

建設するものを指します。なお、用途廃止を行い、他の団地への統合もしくは他の利

便性の高い場所に新規建設する、いわゆる移転建替を含んでいます。 

建替は、耐用年限の1/2を経過した場合に行うことが出来ます。 

 

ṕỄṖ  

躯体を残して全面的又はそれに準ずる改善を行う全面的改善は、入居者の家賃負

担が建替の場合と比べて安くなるメリットがあり、既存入居者が持つ負担能力への

適切な対応が可能となります。 

しかし、全面的改善の実施前に最適改善手法評価（躯体診断、費用対効果）を行

わなければならないことから、建物の劣化状況や費用対効果分析の結果によっては

全面的改善を実施できない場合があります。 
 

˻ṁ Ὧ˼ 

・公営住宅等長寿命化計画に位置づけされていること。 

・原則として、建築後、30 年を経過した公営住宅であること。 

・改善後の公営住宅が、概ね 30 年以上引き続き管理するものであること。 

・団地全戸数のうち、公営住宅法第 28 条第 1 項の規定に該当する者が入居している公営住宅戸数の割

合が､原則として5割以下であること｡ 

・集会所（公的助成に基づき運営される育児事業に供するスペース又は住民の自主運営による共同育児

活動の場に供するスペースを含む。）、児童遊園及び屋外消火栓等の整備を伴う場合（これらの施設

が未整備なため増改築や追加整備を行う場合）、原則として 150戸以上の団地であること。 
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˻ᵠ ˼ 

・改善内容として、以下の①～③の事項を全て含み、住戸については躯体を残して全面的又はそれに準

ずる改善を行うこととなります。（ただし耐震改修、外壁の防災安全改修等の安全性確保に係るもの

については、所定の性能が満たされている場合は不要となります。） 

・規模増改善（増築、２戸１戸改善等）との組み合わせも可能です。 

・住戸について空き住戸発生ごとに改善を行っていく段階型、住棟又はブロック単位で一括して改善す

る一括型のいずれの選択も可能です。 

 

 ỉ-1  

 ①住戸改善 ②共用部分改善 ③屋外・外構改善 

居住性 

向上型 

住戸規模、居住想定世帯にふ

さわしい間取りへの改修、設

備改修 

  

福祉 

対応型 

住戸内部のバリアフリー化 

等 

共用部分のバリアフリー化 

（原則、４階以上の住棟でEV

必置） 等 

屋外・外構の一定のバリアフ

リー化 等 

安全性 

確保型 
 

（最適改善手法で安全性が確

保されている場合除く） 

耐震改修、外壁の防災安全改

修等 

 

 

ṕễṖ  

個別改善事業については、公営住宅ストック総合改善事業対象要綱の要件に合致す

るものを対象とし、劣化の状況等を踏まえ必要に応じて事業を実施します。 

 
˻ṁ Ὧ˼ 

・公営住宅等長寿命化計画に位置づけされていること。 

・原則として、建築後 20 年を経過した公営住宅等であること。 

・住戸改善、共用部分改善及び屋外・外構改善のうち、バリアフリー改善については、平成 14年度以前

の予算により整備されたもの 

・共用部分改善のうち、エレベーター設置を伴うものについては、平成 14 年度以前の予算により整備

されたもの 

・長寿命化型改善、脱炭素社会対応型改善、福祉対応型を行うもののうち身体障害者向けの改善、住宅

防災機器、地上デジタル放送対応設備又はＰ波感知器型地震管制運転装置等の設置若しくは戸開走行

保護装置の設置又はエレベーターに係る主要機器耐震補強装置の実施、宅配ボックスの設置、防災・

減災対策に係る改善、交流スペースの設置については、年度要件はありません。 

・個別改善事業施行後の公営住宅が、耐力、耐火性能、耐用年数等を勘案して、概ね 10年以上（家賃対

策を実施する耐震改修実施住宅の場合は、概ね 15年、測量試験費に国費を充てた場合（耐震改修工事

又は屋上若しくは外壁の改修工事を主とする場合は除く）は、概ね 20 年以上引き続き使用可能であ

ること。ただし、住宅用防災機器又は地上波デジタル放送対応設備の設置については、管理期間要件

がありません。 

・耐用年数が 30年、45年と比較的短い木造、簡易耐火構造平屋建、簡易耐火構造 2階建てについても、

公営住宅等長寿命化計画に位置づけられた計画的な改善事業で、かつ平成 21年 3月 31日付け住宅第

2061 号通知及び平成 26 年 7 月 2 日付け住宅第 419 号通知に基づき耐力度調査を実施し安全が確認

された場合には、耐用年数までの残年数が 10年未満であっても交付対象となり得ます。 

・団地全戸数のうち、公営住宅法第 28 条第 1 項の規定に該当する者が入居している公営住宅戸数の割

合が､原則として5割以下であること｡ 

・集会所（公的助成に基づき運営される育児事業に供するスペース又は住民の自主運営による共同育児

活動の場に供するスペースを含む。）、児童遊園及び屋外消火栓等の整備を伴う場合（これらの施設

が未整備なため増改築や追加整備を行う場合）、原則として 150戸以上の団地であること。 
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˻ᵠ ˼ 

 ỉ-2 ṇ 
 住戸改善（規模増含む） 共用部分改善 屋外・外構改善 

居住性向上型 ・間取りの改修 

・給湯設備の設置 

・電気容量のアップ 

・浴室のユニットバス化 等 

・給水方式の変更 

・灯油集中配管設備の設置 

・交流スペースの設置 

・宅配ボックスの設置 等 

・雨水貯留施設の設置 

・集会所の追加整備・増改築 

・児童遊園の整備 

・交流スペースの設置 

・排水処理施設の整備 等 

福祉対応型 ・住戸内部の段差解消 

・浴室、便所等の手摺設置 

・浴槽、便所の高齢化対応 

・高齢者対応建具の設置 

・流し台、洗面台の高齢者対応 

・グループホームへの改良 等 

・廊下、階段の手摺設置 

・中層EVの設置・機能向上 

・段差の解消 

・視覚障がい者誘導用ブロッ

ク等の設置 等 

・屋外階段の手摺の設置 

・集会所の便所・玄関への手摺

の設置 

・屋外通路等の幅員確保 

・スロープの設置 

・電線の地中化 等 

安全性確保型 ・台所壁の不燃化 

・避難経路の確保 

・住宅用防災警報器等の設置 

・アスベストの除去等 

・ピッキングが困難な構造の玄関

扉の錠、補助錠の設置、破壊が困

難なガラスへの取替、防犯上有

効な箇所への面格子等の防犯建

物部品の設置 

・防災・減災対策 等 

・耐震改修 

・外壁落下防止改修 

・バルコニーの手摺アルミ化 

・防火区画の設置 

・避難設備の設置 

・アスベストの除去等 

・EVかご内の防犯カメラ設置 

・地震時官制運転装置等の設

置、戸開走行保護装置の設置

又は主要機器耐震補強措置

の実施 

・防災・減災対策 等 

・屋外消火栓設置 

・集会所の外壁落下防止改修 

・避難経路となる屋外通路等

の整備 

・屋外通路等の照明設備の照

度確保 

・ガス管の耐震性・耐食性向上 

・防犯上有効な塀、柵、垣、植

栽の設置 

・防災・減災対策 等 

長寿命化型 ・浴室の防水性能の向上に資する

工事 

・内壁の断熱性能向上、耐久性向上

に資する工事 

・配管の耐久性向上に資する 

工事 等 

・躯体・屋上・外壁・配管の耐

久性向上 

・避難施設の耐久性向上 等 

・配管の耐久性・耐食性向上に

資する工事 等 

脱炭素 

社会対応型 

・外壁・最上階の天井等の断熱 

・開口部のアルミサッシ化 

 (室内側のプラストサッシ化・省

エネ性向上に資する交換) 

・省エネルギー性能の高い設備へ

の交換 等 

・断熱化対応（断熱強化） 

・再生可能エネルギー導入（太

陽光発電設備、蓄電池、太陽

熱温水器の設置等） 等 

・集会所における省エネルギ

ー性能の高い設備への交換 

・再生可能エネルギー導入 

（太陽光発電設備、蓄電池、太

陽熱温水器の設置等） 等 

資料：公営住宅整備事業等マニュアル（北海道 令和４年10月） 

 

ṕỆṖ  

点検結果、修繕周期、入居者の要望等の実態を踏まえながら、効果的・効率的に

実施するものとします。 

尚、修繕は以下の３区分に分類されます。 

 

①入居者の退去に伴い公営住宅等の効率的な運用を目的に行う修繕を「入退去修

繕」とします。 

②団地全体の修繕で、経年変化に伴い計画的に行う大規模な修繕を「計画修繕」と

します。 

③それ以外の個々の入居者の日常生活に支障をきたす緊急性の高い修繕を「経常修

繕」とします。  
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Ễ ṇ 

公営住宅等事業手法の選定は、公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（国土交

通省 平成28年8月）に示された「事業手法の選定フロー」に沿って、選定を行

います。 

 

 ỉ-1 ṇ 
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ễ  

 

ṕểṖ ︡ שּ ṥ Ṧ 

 

aḰ  

美瑛町の総人口は、令和 2年国勢調査で 9,668人です。推移をみると減少傾向にあり

ます。 

国立社会保障・人口問題研究所による国勢調査に基づく推計（社人研の平成27年国勢

調査に基づく推計値）では、今後も減少が続き、令和 12年 8,123人、令和 17年 7,441

人、令和22年6,779人、令和27年6,146人としています。 

ここでは、この国立社会保障・人口問題研究所の目標値を採用することとします。 

 

 ỉ-3  

  H22 H27 R2 R7 R12 R14 R17 R22 R24 R27 

国勢調査 10,956  10,292  9,668                

社人研(H27)   10,292  9,580  8,844  8,123  7,850  7,441  6,779  6,530  6,146  

 

bḰ  

美瑛町の一般世帯数は、令和2年国勢調査で4,205世帯です。推移をみると減少

傾向にあります。将来一般世帯数は、「ストック推計プログラム」による世帯主率法

で算出します。将来人口をベースにした一般世帯数は以下のようになります。主世

帯については、一般世帯数に主世帯率を乗じて算出します。令和2年国勢調査結果

を勘案して主世帯率を98％と想定すると、主世帯数は以下のとおりとなります。 

 

 ỉ-4  
  国勢調査 推計値 

  H22 H27 R2 R7 R12 R14 R17 R22 R24 R27 

人口 10,956  10,292  9,580  8,844  8,123  7,850  7,441  6,779  6,530  6,146  

a.一般世帯 4,289  4,274  4,205  3,898  3,606  3,510  3,374  3,124  3,030  2,878  

b.主世帯率 0.98  0.97  0.98  0.98  0.98  0.98  0.98  0.98  0.98  0.98  

c=a*b.主世帯 4,201  4,128  4,111  3,820  3,530  3,440  3,310  3,060  2,970  2,820  
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cḰ  

国勢調査における公的借家世帯は減少傾向にあります。公的借家率は令和2年の

10％を維持するものとし、固定します。このことから公的借家世帯数は下表のよう

になります。 

 

 ỉ-5  

  
国勢調査 推計値 

H22 H27 R2 R7 R12 R14 R17 R22 R24 R27 

主世帯 4,201  4,128  4,111  3,820  3,530  3,440  3,310  3,060  2,970  2,820  

   100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

  持ち家 3,109  3,045  3,028  2,830  2,610  2,550  2,450  2,260  2,200  2,090  

    74.0% 73.8% 73.7% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 

  公的借家 456  431  417  380  350  340 330  310  300  280 

   10.9% 10.4% 10.1% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

  民借、 636  652  666  610  570  550  530  490  470  450  

  給与 15.1% 15.8% 16.2% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 

 

dḰ  

公営住宅等は住宅セーフティネットとしての役割を持つことから、天災による住

宅被害や突然の失業など、多様な住宅困窮者のへ対応が必要であり、そのためには

一定程度の空き家の確保が必要です。 

このことから計画期間の令和14年は390戸程度、令和24年は330戸程度と想定

します。 

 

 ỉ-6  

 令和4年7月 令和14年 令和24年 

公営住宅等管理戸数 468 390 330 

公営住宅等入居世帯 385 340 300 

空家戸数（含政策空家） 83 50 30 

 

  



55 

ṕ Ṗ ךּ︡  

公営住宅等の需要の見通しについては、将来人口・世帯数等の推計を基に、低い

所得のために世帯構成に適した規模（最低居住水準面積）の住宅を自らの収入で確

保することが出来ない借家世帯（以下「著しい困窮年収未満の世帯数」）を推計しま

す。著しい困窮年収未満の世帯数の推計方法は、「ストック推計プログラム（国土技

術政策総合研究所 令和４年１月）」を用いて算出することとします。当ストック推

計プログラムを活用した、本町における公営住宅の入居資格世帯数及び著しい困窮

年収未満の世帯数は、以下のように推計されます。公営住宅の入居資格世帯数及び

著しい困窮年収未満の世帯数は今後、減少することが予測され、令和2年現在では

642世帯、353世帯と推計されています。 

一方、実際の入居者は令和4年現在、公営住宅及び特定公共賃貸住宅で313世帯

となっており、推計を若干、下回っていますが、その他に町独自の単費住宅の入居

者が69世帯あること、低廉な家賃の民間借家もあることなどから、それらを合わせ

てカバーできるものと考えます。 

 

ṕ Ṗ ךּ︡  
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ṕỄṖể  

町営住宅（公営住宅、特定公共賃貸住宅、単費住宅）468戸のうち、単費住宅74戸

については維持管理することとし、ここでは公営住宅 391戸、特定公共賃貸住宅 3

戸、計394戸について、手法選定のフローに基づき、活用手法を選定することとしま

す。1次判定は、以下の２段階の検討から事業手法を仮設定します。 

 

aḰ נּ  

社会的特性に係る現在の評価に基づき、団地の将来的な管理方針を判定します。 

 

■検討内容（判定基準） 

ˢ ˣ 

・公営住宅、特定公共賃貸住宅の令和4年7月現在の入居率が82％であることを

踏まえ、入居率が80％未満の場合、需要が低いと判定します。 

ˢ῟ ˣ 

・集落市街地以外で、団地単位で、10戸未満は、効率性が低いと判定します。 

ˢ ˣ 

・前回計画において、まちなかへの移転が位置付けられ、既に移転に着手している

憩町団地は、公営住宅等として適さないと判定します。 

・災害リスクのある地域（土砂災害警戒区域、土砂災害特別計画区域、山腹崩壊危

険地区、浸水想定区域（0.5ｍ以上））に立地する住棟は、公営住宅等として適さ

ないと判定します。 

 

上記３項目のうち全てが活用に適する場合は「継続管理する団地」とし、それ以

外を「継続管理について判断を留保する団地」とします。 

 

 ỉ-7 ṡaḰ נּ Ṣ  

団地名 
検討内容 

判定結果 
需要 効率性 立地 

南町 〇 91.7Ṿ ○ 36戸 × 浸水区域（0.5m以上） 継続管理について判断を留保する団地 

旭町 〇 93.8Ṿ 〇 32戸 〇  継続管理する団地 

中町 〇 97.2Ṿ 〇 72戸 ○  継続管理する団地 

憩町 × 55.0Ṿ 〇 18戸 ×  継続管理について判断を留保する団地 

白樺 × 22.4Ṿ ○ 58戸 ○  継続管理について判断を留保する団地 

日の出 × 50.0Ṿ ○ 24戸 × 浸水区域（0.5m以上） 継続管理について判断を留保する団地 

東町 〇 93.8Ṿ 〇 64戸 ○  継続管理する団地 

東町第２ 〇 95.5Ṿ 〇 44戸 ○  継続管理する団地 

美馬牛 〇 100.0 Ṿ 〇 4戸 ○  継続管理する団地 

大町 〇 93.8Ṿ 〇 16戸 〇  継続管理する団地 

大町第２ 〇 91.7Ṿ 〇 12戸 〇  継続管理する団地 

北町 〇 100.0 Ṿ 〇 12戸 〇  継続管理する団地 

Ḳ   
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bḰ ḱ  

住棟の現在の物理的特性を評価し、住棟の改善の必要性や可能性を判定します。 

 

■検討内容（判定基準） 

ˢἃ χӗ ˣ 

・昭和56年の建築基準法施行令（新耐震基準）に基づき設計・施工された住棟に

ついては耐震性を有するものとします。 

・新耐震基準に基づかない住棟で、既に診断を行い耐震性が確認されたもの等に

ついては耐震性を有するものとし、耐震診断未実施の住宅については、耐震診

断により耐震性の有無を確認します。 

・簡易耐火構造の場合は、壁で荷重を支える構造特性から耐力壁の量や配置が適

切であるとして、耐震性を有しているものとします。 

・耐震性に問題がある場合は、耐震改修実施の可能性を評価します。 

ˢ χӗ χ ˣ 

・設計図書により二方向避難、防火区画の確保の状況を判定します。 

・確保されていない住棟については、改善による二方向避難及び防火区画確保の

可能性を評価します。 

ˢạ χ ʿἃ χӗ ẉό χӗ τ ΥσΜ ›ˣ 

・以下の項目について居住性の現状を評価します。 

・住戸内設備：浴室あり、3箇所給湯設置、水洗化 

・バリアフリー化：手摺の設置 

 ・居住性に課題がある場合、改善の必要性を判定します。 

 

上記の検討項目から、次のフローに示す4区分に分類します。 
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 ỉ-2 ṡbḰ ḱ Ṣ ṇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ỉ-8 ṡbḰ ḱ Ṣ  

団地名 構造 建設年度 棟数 戸数 
躯体 避難 居住性 

判定結果 
新旧 安全性 安全性 浴室 給湯 水洗 手摺 

南町 中耐 3 H8,9 2 36 新 ○ ○ ○ 〇 〇 〇 改善不要 

旭町 耐 2 H20～25 4 32 新 ○ ○ 〇 〇 〇 〇 改善不要 

中町 中耐 3 H10～16 5 72 新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 

憩町 簡平 S42～45 6 18 旧 ○ ○ 〇 × × × 改善必要 

白樺 簡平 S47～52 15 58 旧 ○ ○ 〇 × 〇 × 改善必要 

日の出 簡平 S48～50 5 20 旧 ○ ○ ○ × ○ × 改善必要 

東町 簡平 S51～53 19 64 旧 ○ ○ 〇 △ 〇 × 改善必要 

東町第 2 耐 2 H4～7 ５ 44 新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 

美馬牛 簡平 S53 1 4 旧 ○ ○ 〇 × 〇 × 改善必要 

大町 耐 2 H13 1 16 新 ○ ○ 〇 〇 〇 〇 改善不要 

大町第 2 耐 2 H18 1 12 新 ○ ○ ○ 〇 ○ 〇 改善不要 

北町 木造、耐 2 H26,28 2 12 新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 

 

  

 
躯体・避難の安全性に

係る改善の必要性 
不要 必要 

可能 不可能 
 

躯体・避難の安全性に

係る改善の可能性 

優先的な対応が必要 

（改善可能） 

 優先的な対応が必要 

（改善不可能） 

（該当なし）  （該当なし） 

 

改善不要  改善が必要 

・南町 

・旭町 

・中町 

・東町第２ 

・大町 

・大町第２ 

・北町 

36戸 

32戸 

72戸 

44戸 

16戸 

12戸 

12戸 

 ・憩町 

・白樺 

・日の出 

・東町 

・美馬牛 

 

18戸 

58戸 

20戸 

64戸 

4戸 

 

計 224戸  計 164戸 

 

不要 必要 
 

居住性に係る 

改善の必要性 
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cḰể  

「a．団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針」及び「b．

住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性」の検討結果を総合的に勘案

し、事業手法を仮設定します。 

 

 ỉ-9 ể Ḳ  

  

 b．住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

改善不要 改善が必要 
優先的な対応が必要 

（改善可能） 

優先的な対応が必要 

（改善不可能） 

a

．
団
地
敷
地
の
現
在
の
立
地
環
境
等
の
社
会
的
特
性
を
踏
ま
え
た
管
理
方
針 

継続管理

する団地 
ӲⱱḚ  ᵠ ʺ ψὺ  

σᵠ ʺ 

ψ σὺ  
σὺ  

・旭町 4棟 32戸 ・東町 19棟 64戸 (該当なし)     (該当なし)     

・中町 5棟 72戸 ・美馬牛 1棟 4戸         

・東町第 2 5棟 44戸            

・大町 1棟 16戸               

・大町第２ 1棟 12戸          

・北町 2棟 12戸          

             

計 18棟 188戸 計 20棟 68戸             

継続管理

について

判断を留

保する団

地 

ӲⱱḚ ʺ ψ ♁ 

ᵠ ʺὺ ʺ ψ ♁ 

σᵠ ʺ 

σὺ ʺ ψ 

σ ♁ 

σὺ ʺ ψ 

σ ♁ 

・南町 2棟 36戸 ・憩町 6棟 18戸 (該当なし)    (該当なし)    

   ・白樺 15棟 58戸       

   ・日の出 5棟 20戸       

        
 

  
   

            

計 2棟 36戸 計 26棟 96戸             

 

上記の検討結果の関係から事業手法を仮設定できない場合として以下の２つのグ

ループが挙げられます。 

 

ʾAϽи˔Ф 

  「継続管理する団地」のうち、「優先的な対応が必要（改善可能）」又は「改

善が必要」と評価された住棟については、改善か建替かの判断が留保されます。 

  そこで２次判定を実施し、「優先的な改善・建替」又は「改善・建替」の事業

手法の仮設定を行います。 

 

ʾBϽи˔Ф 

  「継続管理について判断を留保する団地」については、２次判定において、将

来にわたって「継続管理する団地」か、建替を前提とせず「当面管理する団地」

か等を改めて判定します。 

  

Ọ ṇ  

B ṇ  
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ṕễṖỄ  

２次判定では、1次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟を

対象（A・Bグループ）として、以下の２段階の検討から事業手法を仮設定します。 

 

aḰLCC נּ  

（１次判定：Aグループが対象） 

１次判定において、Aグループと判定された20棟68戸については、ライフサイ

クルコスト（LCC）の比較により、改善又は建替の事業手法を選定します。 

⇒全戸について、既に耐用年数を経過しているため、LCC比較を経ずに「建替」と

します。 

■検討内容（判定基準） 

・対象住棟が改善事業を実施する場合と建替事業を実施する場合のライフサイク

ルコスト（LCC）を比較し、建替事業を実施する方がLCCを縮減できる場合に、

事業手法を建替と仮設定します。 

・建替事業との比較対象とする改善事業は全面的改善事業とします。但し、簡易

耐火構造、準耐火構造の住棟については、全面的改善による延命化が困難なた

め「建替」と仮設定します。 

 

〈ὺ ⱧỘρᵠ ⱧỘχLCCχ ᶓ ϱЮ˔Ѕ 〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

͘͘͡˹ˢὺ ˴ᵠ ˴ ˴ Ẁ ˣ  ˤ ӡ ד/ ʾ ˥ 
・建設費：当該住棟の建設時点に投資した建設工事費 

・改善費：想定される管理期間における改善工事費の見込み額から修繕費相当額を控除（改善事

業を実施することにより不要となる修繕費を控除）した額（※） 

・修繕費：管理期間における修繕工事費の見込み額（※）。 

・除却費：想定される管理期間が経過した後の除却工事費の見込み額（※） 

※現時点以後、将来に発生するコスト（将来の改善費、修繕費、除却費）については、社会的

割引率（４％）を適用して現在価値化する。 
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bḰ נּ ṕể ḲB ṇ צּ Ṗ 

１次判定において、Bグループと判定された28棟132戸については、ストック

推計を踏まえて「継続管理する団地」とするか、将来的な用途廃止を想定する「当

面管理する団地（建替を前提としない）」とするかの判定を行ったうえで、事業手法

を仮設定します。 

 

̙ᾁ ˢ ṁ ˣ 

・対象住棟について、需要、効率性、立地等を勘案し、将来的な活用にあたって建替の

必要性から「継続管理する団地」又は「当面管理する団地（建替を前提としない）」

を定めます（判定①）。 

⇒災害リスクのある住棟は「当面管理する団地（建替を前提としない）」とします。 

⇒前回計画において、まちなかへの移転が位置付けられ、既に移転に着手している憩

町団地は、「当面管理する団地（建替を前提としない）」とします。 

・「当面管理する団地（建替を前提としない）」と判定され「改善が必要」である団地・

住棟のうち、既に耐用年数を経過している住棟については「用途廃止」とします（判

定②）。 

・「継続管理する団地」と判定された団地については、判定①で建替の必要性があると

判定されていることから、既に耐用年数を経過している住棟がある場合は「建替」と

します（判定②）。 

 

 ỉ-10 Ễ ṡ bḰ נּ Ṣ  

団地名 構造 建設年度 棟数 戸数 災害リスクなど 判定➀ 
R14末 

耐用年数 
判定➁ 

南町 中耐3 H8,9 2 36 浸水区域（0.5m以上） 
当面管理 

－ 当面維持管理 

憩町 簡平 S40～45 7 20 前回計画の位置づけ 経過 用途廃止 

白樺 簡平 S47～52 15 58 特になし 継続管理 経過 建替 

日の出 簡平 S47～50 6 24 浸水区域（0.5m以上） 当面管理 経過 用途廃止 
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以上から、事業手法の仮設定は次のとおりです。 

 

 事業手法の仮設定（１・２次判定） 

新規 

整備 

  

  

  

  

  

  

  

   

  改善不要 改善が必要 
優先的な対応が必要

（改善可能） 

優先的な対応が必要

（改善不可能） 

継続管理

する団地 
ӲⱱḚ  ᵠ  σᵠ  σὺ  

・旭町 4棟 32戸    （該当なし）   （該当なし）   

・中町 5棟 72戸          

・東町第 2 5棟 44戸          

・大町 1棟 16戸         
 

・大町第２ 1棟 12戸         

・北町 2棟 12戸 計         

   
ὺ  σὺ  

 

    

   ・白樺 15棟 58戸 （該当なし）          

   ・東町 19棟 64戸       

   ・美馬牛 1棟 4戸     
  

          

            

計 18棟 188戸 計 35棟 126戸             

（該当

なし）  

  

当面管理

する団地

（建替を

前提とし

ない） 

ӲⱱḚ  ᵠ ΰ ӲⱱḚ  
τᵠ ΰ 

ӲⱱḚ  
σ ♁ 

・南町 2棟 36戸    （該当なし）     （該当なし）     

              

計 2棟 36戸 計              

♁ ὺ  σ ♁   

・憩町 6棟 18戸    （該当なし）          

・日の出 5棟 20戸          

計 11棟 38戸 計               

 

 ỉ-11 ṕểḱỄ  Ṗ 

団地名 構造 建設年度 棟数 戸数 事業手法 

南町 中耐 3 H8,9 2 36 当面維持管理 

旭町 耐 2 H20～25 4 32 維持管理 

中町 中耐 3 H10～16 5 72 維持管理 

憩町 簡平 S42～45 6 18 用途廃止 

白樺 簡平 S47～52 15 58 建替 

日の出 簡平 S48～50 5 20 用途廃止 

東町 簡平 S51～53 19 64 建替 

東町第 2 耐 2 H4～7 ５ 44 維持管理 

美馬牛 簡平 S53 1 4 建替 

大町 耐 2 H13 1 16 維持管理 

大町第 2 耐 2 H18 1 12 維持管理 

北町 木造、耐 2 H26,28 2 12 維持管理 
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ṕỆṖễ  

3次判定では、1次・2次判定を踏まえて、団地・住棟単位での集約・再編等の可

能性、事業費の試算や長期的な管理の見通しについて検討をした上で、計画期間内

に実施する事業手法を決定します。 

 

aḰ ḱ נּ ḱ  

1次・2次判定を踏まえて、周辺の再編等の検討対象となり得る団地や、異なる事

業手法に判定された住棟が混在する団地については、効率的な事業の実施のため、

必要に応じて事業手法の再判定をします。 

 

■検討内容（判定基準） 

【団地単位での効率的活用に関する検討】 

 ・異なる事業手法の住棟が混在する団地については、より効率的な事業実施が可

能となる場合、ｂ「事業費の試算及び事業実施時期の調整検討」により事業実

施時期の調整が可能となる場合は事業手法の再判定を行います。 

⇒前回計画で位置づけがある北町団地の新規整備を継続することとします。 

 

【集約・再編等の可能性に関する検討】 

・一定の地域において複数の団地が存在する場合等は、地域の実情を踏まえて集

約・再編等の可能性を検討します。 

̰白樺団地、日の出団地は、北東地区に位置することから、日の出団地の入居

者は全面的改善後に白樺団地への集約を進めます。 

 

bḰ  

中長期的な期間（30年）のうちに想定される事業等に係る事業費を試算し、事業

量及び事業費が偏在しないよう実施時期を調整し、各事業の実施時期を決定しま

す。 

 

ƞ検討内容（判定基準） 

【事業費の試算】 

 ・中長期的な期間（30年間（令和5～34年度））における改善事業、建替事業、

用途廃止事業にかかる費用を試算します。 

【事業実施時期の調整】 

・一定の時期に事業費が集中するなど円滑に事業を実施することが困難と判断さ

れる場合等は実施時期を調整し、事業実施時期や年度別事業費を決定します。 

・改善事業においては、原則、建設年代順に実施しますが、令和4年度時点の劣

化度状況や予防保全的な観点等から早期に改善すべき住棟については、本計画

期間に実施する等の調整を行います。 
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cḰ ︡  

3次判定「b．事業費の試算及び事業実施時期の調整検討」で決定した事業実施時

期を基に、長期的な管理の見通しを作成します。 

 

 ỉ-12 ︡ 

   

R4  

     
   R5Ṍ14 R15Ṍ24 R25Ṍ34 

 3 H8,9  2 36     

 2 H20Ṍ25 4 32     

 3 H10Ṍ16 5 72     

  S42Ṍ45 6 18   Ṩ Ṩ 

  S47Ṍ52 15  58     

  S48Ṍ50 5 20  Ṩ Ṩ 

  S51Ṍ53 19  64     

2 2 H4Ṍ7 5 44     

  S53 1 4    

 2 H13  1 16     

2 2 H18  1 12     

 2 H26,28  2 12     

    66 388       

 

dḰ וֹףּ  

3次判定「c．長期的な管理の見通し」で定めた長期的な管理の見通しに基づき、本

計画期間内に実施を予定する事業を決定します。 

 

■検討内容（判定基準） 

 ・3次判定「c．長期的な管理の見通し」で定めた長期的な管理の見通しに基づき、

本計画期間内に改善を実施する住棟について、改善項目や効率性等から個別改

善か全面的改善にするか判断します。 

 ・個別改善については、該当する改善メニュー（安全性確保型、長寿命化型、福

祉対応型、居住性向上型）を判断します。 

 

以上から、本計画期間内の事業手法は次のとおりとなります。 
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 ỉ-13 ễ  

   
R4 

 
R14 

    

 3 H8,9  2 36   36  

 2 H20Ṍ25 4 32   32  

 3 H10Ṍ16 5 72   72  

  S42Ṍ45 6 18   0 

  S47Ṍ52 15  58   16  

  S48Ṍ50 5 20  0 

  S51Ṍ53 19  64   64  

2 2 H4Ṍ7 5 44   44  

  S53 1 4  4 

 2 H13  1 16   16  

2 2 H18  1 12   12  

 2 H26,28  2 12   20  

    66 388   316 
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Ị   

 

ể  

 

ṕểṖ  

建築基準法に基づく法定点検については、今後も引き続き法令に基づく適切な点検

を実施します。 

加えて法定点検以外の対象住棟についても、法定点検同様の点検を実施します。 

 

ṕỄṖ  

定期点検のほかに目視により容易に確認することが可能な部位については、必要に

応じて日常点検の実施を行います。 

日常点検は、年１回程度建築基準法12条で規定する有資格者以外の者が実施可能

である簡便なものとし、点検項目については「公営住宅等日常点検マニュアル（国土

交通省住宅局住宅総合整備課 平成28年8月）」を参考とします。 

また、法定点検の点検項目にないものの、町営住宅の適切な維持管理のために状況

を把握することが必要な箇所について、点検を行うこととします。 

日常点検の結果、不具合等があることが判明した場合は、技術者に将来調査を依頼

する等の適切な対応をします。 

 

 Ị-1 ḭ  וֹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṕễṖ וֹףּ  

住居内の設備やバルコニー劣化状況等の点検は、住宅内部に立ち入る必要があり定

期点検・日常点検の実施が困難であることから、入居者が退去して空室となった際に、

住戸内部・バルコニー等の点検を実施します。 

 

ṕỆṖ ṇ ṇ  

定期点検、法定点検、入退去時に伴う住戸内部の点検結果については、データベー

スに記録し、修繕・維持管理の的確な実施や次回の点検に役立てることとします。  

 
 
 
 
 
 
 

ṧ  

 
 
 
 
 
 
 

ṧ  

 

ṕ Ṗ 
ṥ צּ Ṧ 

 
ṥ צּ Ṧ 

 
 

ṥ Ṧ 
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Ễ  

 

ṕểṖ  

計画修繕は、経年劣化により老朽化した設備等を原状回復する工事を対象とし、従

前の仕様等に比べて耐久性等の向上が図られる工事内容は個別改善事業（長寿命化型）

により対応します。 

計画修繕の修繕周期は概ね次ページの表を参考とします。 

 

ṕỄṖ  

計画修繕の実施に当たっては、以下の点に考慮して効果的・効率的に進めます。 

 

・残りの供用期間が短い建替対象住棟は、原則、計画修繕を実施せず、他の住棟を

優先して実施します。 

・計画修繕に加え、改善事業も必要な住棟については、相互の事業実施時期や関連

性等を把握した上で両工事を同時に実施するなど効率的な修繕を実施します。 

・計画修繕は、点検結果を踏まえて行うこととし、点検の結果、建物の安全性等が

確保された場合は、修繕の実施時期を延期するなど柔軟に対応します。 

 

ṕễṖ ṇ ṇ  

修繕を実施した際には、修繕内容についてデータベースに記録し、将来の修繕・改

善等に向けた履歴を蓄積します。 
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（参考）修繕周期表 

ὑʹ  ᾍ ̬  
›˗ 

Ӣѝ 

ʹ  

ק  
ὑǠȒʹ ›˗ǵ˿  

ʹ ǵ  

ὄ
Ћ
ר
ǵ

ͪ 

͑

ы

ǵ

 

Ҝ
ӓ
ǵ

 
ѫ
͛
ר
ǵ

ͪ 

ǵ

 

 ᾶ  

Ūᾶʣ

ͪ  
ᾶʣƲṃᾶƲɩɶɓɎɩȱɉɶ 

ʹ 12₴ 
̤ ᷂ǵ Ʋͪ ȱɱȭɨ

ɶɆ ѝ ʹ 
    Ʀ     

ʹ  24₴ 
ʤ᷂ ǵʣƲ ї ǒǽ

Ǣ ╛  
    Ʀ     

ūᾶʣ

ї  
ᾶʣƲṃᾶ 

ʹ  12₴ 
Ṅ ǵʣƲͪ Ṅ ǒǽ

Ǣ ╛  
    Ʀ     

֒ɵ 

 
24₴ 

Ἥ ῁Ћ ֒ǵʣƲʤ᷂

Ʋ їȠȷɓȟɩɆ  
    Ʀ     

Ŭϊ ᾶ  ᾶ  

ʹ 12₴ ʤ᷂ ǵʣƲͪ Ṅ      Ʀ     

֒ɵ 

 
24₴ 

Ἥᾶ șЋ ֒ǵʣƲʤ

᷂ ʹƲ Ǐ 
    Ʀ     

ŭ⅔ɵ

 

⅔ẏ Ʋ ẏ ƲɏɧɘɁɆ

ẏ ɵȠȲƲ ְẏ  
ʹ  12₴ 

ᶿ ǵʣƲʤ᷂ ƲṄ

 
    Ʀ     

 ⅛  

ŪɎɩȱɉɶ

⅛  

Ɏɩȱɉɶǵ⅛ 

ζ Ʋ₦ șדȇ  
ʹ  18₴ 

ᶿ ǵʣƲʤ᷂ ƲṄ

 
    Ʀ     

ū ∞ʤɵ

⅛  

∞ʤɵ ǵ⅛ 

ζ Ʋ₦ șדȇ  
ʹ  18₴ 

ᶿ ǵʣƲʤ᷂ ƲṄ

 
    Ʀ     

 ẆṢṄ  

Ūȱɱȭɨɶ

Ɇ ʹ 

ẆṢƲᾶ Ʋ⅛Ʋ ǠȑṢƲ

ẏ ʣǙ Ʋ⅔ ȱɱȭɨ

ɶɆƲɠɩȽɩ ѝ  

ʹ 18₴ 
ǹǺҊȓƲ ǔƲ Ʋ ǵ

ƲɠɩȽɩǵ ǔ ǵ ʹ 
Ʀ   Ʀ     

ūẆṢṄ  ẆṢƲ ǠȑṢ  Ṅ  18₴ 
ᶿ ǵʣƲʤ᷂ы Ʋ˿ʣ

ǙṄ Ṅȑ  
Ʀ   Ʀ   Ʀ 

Ŭ ẏṄ  
∞ʤɵ ƲɎɩȱɉɶ

ǵ ẏ ʣǙ ѝ 
Ṅ  18₴ 

ᶿ ǵʣƲʤ᷂ы Ʋ˿ʣ

ǙṄ Ṅȑ  
Ʀ   Ʀ   Ʀ 

ŭȽȢɩ█

ʹ 
ẆṢɵ ǠȑṢ  ʹ 18₴ 

Ʋ ǔƲ҄ ƲǹǺҊȓǵ

ʹƲ  
Ʀ   Ʀ   Ʀ 

ŮȵɶɨɱȮ 
ẆṢ ᷂Ʋ┴ЕקȑƲȷɨɶɔ

ȑƲק ֻ  
 18₴ 

ἭȵɶɨɱȮ șЋ ֒ǵ

ʣƲʤ᷂ы Ʋ Ǐ 
Ʀ   Ʀ     

 Ṅ  

Ū Ṅ

ǒȑ

ѝ  

∞ʤɵ ƲɎɩ

ȱɉɶǵ Ǡȑ 
Ṅ  6₴ ʤ᷂ы ǵʣƲṄ      Ʀ     

ᾶʣɓȥɱȷƲ ρ

ᶅƲ ǭ Ʋɵ Ʋ

ְƲ ɍɁȿƲɜɱəɶɩ

Ʋ ǭ Ʋ ₲  

Ṅ  6₴ ʤ᷂ы ǵʣƲṄ      Ʀ     

ᾶẆ Ʋ ǔḹƲ

ЕƲɓȥɱȷ 
Ṅ  6₴ ʤ᷂ы ǵʣƲṄ      Ʀ     

ū Ṅ

ǒȑ

ѝ  

̮ ɇȠ Ṅ  6₴ ʤ᷂ы ǵʣƲṄ      Ʀ     

В ѝɇȠƲɟɶȽ

ɶɚɁȭȷ Ʋ ǠȑƲ ᶅ

ЕƲ ρ ᶅƲ ƲᾶК

 

Ṅ  6₴ ʤ᷂ы ǵʣƲṄ      Ʀ     
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ὑʹ  ᾍ ̬  
›˗ 

Ӣѝ 

ʹ  

ק  
ὑǠȒʹ ›˗ǵ˿  

ʹ ǵ  

ὄ
Ћ
ר
ǵ

ͪ 

͑

ы

ǵ
 

Ҝ
ӓ
ǵ

 

ѫ
͛
ר
ǵ

ͪ 

ǵ
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ṕểṖ  

本計画期間内で実施する改善事業については、前章の事業手法選定結果に基づき、

住棟の整備水準や劣化などの状況を適切に把握し、整備水準目標に沿って順次改善を

実施していきます。 

個別改善（居住性向上型）では、入居者の負担軽減による居住環境の改善に努めま

す。 

個別改善（福祉対応型）では、誰もが安全・安心に暮らせる居住環境の形成の観点

から、浴室・便所・洗面所・玄関等の手すり設置や住戸内外の段差解消などの改善を

行います。 

個別改善（長寿命化型）では、耐久性の向上や躯体への影響の低減、修繕周期の延

長、維持管理の容易性向上の観点から、屋根・外壁・配管等の仕様を一定の水準まで

向上させ耐久性を向上させるなどの予防保全的な改善を行います。 

個別改善（脱炭素社会対応型）では、住戸内の断熱性向上に努めます。 

 

実施内容 

（居住性向上型）  ・浴室のユニットバス化 

・給湯設備の設置 

・換気設備の設置 等 

（福祉対応型）   ・住戸内、共用部の手すり設置 等 

（長寿命化型）   ・屋根・外壁の耐久性向上 

・配管の耐久性向上に資する工事 等 

（脱炭素社会対応型）・室内側窓の断熱化 等 

 

上記に掲げた改善以外についても、「公営住宅等ストック総合改善事業」に定めら

れた改善項目等について、劣化の状況や必要性に応じて適宜実施していきます。 
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aḰ  

・白樺団地は、美瑛市街地の第一種低層住居専用地域内にあり、美瑛町役場から北東

約500ｍの利便性の高い位置にあります。 

・簡易耐火構造平屋建て58戸であり、北入り住棟15棟が整然と配置されています。 

・西側には公営住宅旭町団地が隣接します。 

・建設年度は昭和47～52年度、構造は簡易耐火構造平屋建ての耐用年数30年である

ことから、既に全戸が耐用年数を超過しています。 

・住宅性能は、水洗化済みであるが、３箇所給湯がなく、段差解消や手摺り設置等の

バリアフリー化対応はなされていません。 

・現在、政策空き家としており、空き家となっても新規の募集は停止しています。 

・令和4年７月現在、入居者は13世帯で65歳以上の高齢者がいる世帯は11世帯、

85％、単身世帯が39％及び２人世帯46％と、小規模世帯が8割以上を占めていま

す。 

 

bḰ  

・比較的新しい南西側の敷地は全面的改善とし、その他の敷地は用途廃止とします。 

・全面的改善住棟は内装木質化を目指します。 

・白樺団地全体について、雪対策や快適性と広々とした外観形成とコミュニティ空間を

考慮しオープンスペースの確保を検討します。 
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ṕểṖ נּ  

人口・世帯の推移等を勘案し、令和 14年度の公的借家の管理戸数を現況の 462戸

から 72戸減少させ 390戸と設定します。このうち、単費住宅 74戸は維持するもの

とし、公営住宅等は現況の 388戸から 316戸とします。 

令和 14年度までに耐用年数を経過するストックは簡易耐火構造平屋建て住宅の全

戸で、憩町、白樺、日の出、東町、美馬牛の各団地があります。 

上記に該当する住棟から、将来必要管理戸数、団地単位での効率的ストック活用、

地域単位での効率的ストック活用、財政状況等を勘案して建替団地を設定します。 

このうち、憩町団地については、入居者をまちなか移転し用途廃止することを継続

して行ってきているため、引き続き用途廃止とします。 

憩町団地については、①高齢世帯が多いこと、②郊外部に位置し、商業施設や医療

施設の利便性が低いこと、③丘陵部に位置するため、現地を活用するには、大規模な

造成やスロープの設置が必要となること、④まちなかに遊休町有地があり、活用可能

なこと等から、現地での建替を行わず、まちなかの平坦地へ再配置することとしてい

ます。 

また、前回計画において、まちなか移転の受け皿として北町団地を位置付けており、

当団地の新規整備も継続して行うこととします。 

日の出団地は、0.5ｍ以上の浸水域にあること等から、同じ北東地区にある白樺団

地に集約、又はまちなかの北町団地に移転とし、用途廃止とします。 

また、白樺団地は全面的改善による更新とします。 

東町団地、美馬牛団地については、構想期間に建替又は用途廃止を行うこととしま

す。東町団地については当面、一部を個別改善とします。 

 

建替えに当たっては、誰もが安心して入居できる居住環境を実現するため、「北海

道ユニバーサルデザイン整備指針」に準拠するユニバーサルデザイン対応の住戸とし

ます。 

また、現に、住宅等の設計に着手している住棟を除き、今後事業着手する場合は、

ZEH水準（建築物エネルギー消費性能誘導基準）を満たすことを原則とします。 

また、住棟整備に伴い、太陽光発電設備の設置について検討を進めます。 

 

耐用年数を経過した住棟については、用途廃止又は建替を実施するまで、以下の通

り、安全性を確認します。 

①現時点で、躯体の安全性については、公共住宅事業者等連絡協議会の簡易診断に

より安全性を確認しています。避難の安全性については、平屋建て等であるため

安全です。 

②今後、定期的な点検により、適切な修繕を行い、経年劣化が著しく見られた場合

は、より詳細な診断を行い、躯体の安全性を確認します。  
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aḰ  

・北町団地は、老朽化した憩町団地等のまちなかでの受け皿として、7棟32戸の整

備が予定され、2棟12戸が整備済みです。 

・１号棟８戸はＲＣ２階建ての住棟、2-1号棟は木造です。 

 

bḰ  

・各団地のまちなか移転の受け皿として残りの 5棟 20戸の整備を継続する予定で

す。 

・本計画期間については、２棟８戸の整備を行います。 

 

 Ị-2  
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Ỉ  

従来の対症療法型の維持管理から、適切な時期に予防保全的な修繕及び耐久性の向上等

を図る改善を実施することで、公営住宅等の長寿命化が図られコスト縮減につながります。 

計画期間においては、屋根・外壁改修等の長寿命化型改善を実施することを位置付けて

います。これらについて、長寿命化型改善を実施する場合、実施しない場合、それぞれの

場合について建設時点から次回の建替えまでに要するコストを算出し、住棟単位で年当た

りのコスト比較を行いました。その結果、年平均改善額がプラスであり、ＬＣＣ縮減効果

があると判断できます。 

本計画に基づく、予防保全的な維持管理を実施することで、限られた予算の中で効率的

な維持管理を実施することができます。 

 

 Ị-3 ṇ  

 

 

 

 


